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は
じ
め
に

居
延
・
敦
煌
漢
簡
の
発
見
と
そ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
漢
代
の
長
城
警
備
が
、
現
代
の
我
々
か
ら
し
て
も
驚
く
ほ
ど
の
量
と
詳
細
さ
で

作
成
さ
れ
た
文
書
や
帳
簿
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
文
書
や
帳
簿
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
作
成
さ
れ
た
官
署
に
保
管
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
命
令
や
報
告
な
ど
と
し
て
他
の
官
署
に
も
送
付
さ
れ
た
。
漢
簡
に
は
そ
の
よ
う

な
文
書
伝
送
に
関
す
る
記
録
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
材
料
と
し
て
居
延
・
肩
水
地
域①

に
お
け
る
文
書
伝
送
ル
ー
ト
を
解
明

す
る
こ
と
が
漢
簡
研
究
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
取
り
組
ま
れ
、こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
の
説
が
提
示
さ
れ
て
き
た②

。
そ
の
一
例
と
し
て
、

そ
れ
ら
の
中
で
も
詳
細
な
経
路
を
復
原
し
て
い
る
李
振
宏
の
説
を
挙
げ
て
お
こ
う③

。
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万
年
│
│
│
│
武
彊
…
…
？
…
…
甲
渠
候
官　
　

　

居
延
都
尉
府
│
│
┤
│
│
居
延
収
降
│
│
│
│
当
曲
│
│
│
│
不
侵
│
│
│
│
│
呑
遠
│
│
│
│
城
北④
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漢
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延
県
治
│
│
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※
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│
│
│
│
卅
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
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│
│
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地
北
界
…
…

こ
の
李
振
宏
説
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
書
伝
送
経
路
の
復
原
は
、
文
書
伝
送
記
録
の
な
か
で
文
書
の
受
け
渡
し
を
し
て
い
る
吏
卒

の
所
属
亭
燧
名
を
繋
ぐ
形
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
元
に
な
っ
た
文
書
伝
送
記
録
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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九
月
辛
巳
日
入
、
誠
あ
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燧
卒
□
□
甲
渠
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燧
卒
有
人
、
自

南
書
一
封
居
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尉
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詣
張
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太
守
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□
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□
□
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こ
こ
に
は
、
九
月
辛
巳
の
日
入
時
に
誠
あ
北
燧
の
卒
が
甲
渠
臨
木
燧
の
卒
よ
り
文
書
を
受
け
取
り
、
□
月
（
？
）
に
卅
井
南
界
燧
の
卒

が
広
地
北
界
燧
の
卒
に
文
書
を
渡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る⑥

。
こ
の
文
書
授
受
の
記
録
に
基
づ
い
て
、
甲
渠
臨
木̶

̶

卅
井
誠
あ
北
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̶
̶

卅
井
南
界̶

̶

広
地
北
界
と
い
う
文
書
伝
送
経
路
が
復
原
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
文
書
伝
送
記
録
に
見
え
る
文
書
授
受
者
の
所
属
亭
燧
を
単
純
に
繋
い
で
ゆ
く
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
は
二
つ
の
問

題
が
あ
る
。
一
つ
は
、
文
書
伝
送
記
録
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
そ
の
文
書
を
授
受
し
た
吏
卒
で
あ
っ
て
、
そ
の
吏
卒
の
所
属

亭
燧
に
お
い
て
文
書
の
授
受
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
懸
泉
置
出
土
の
文
書
伝
送
記
録
の
中
に
は
、
出
張

帰
り
の
吏
に
文
書
を
運
ば
せ
る
例
が
あ
っ
た⑦

。
出
張
先
か
ら
自
分
の
所
属
機
関
に
戻
る
吏
が
そ
の
途
中
で
文
書
を
受
け
取
っ
て
運
ん
で

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
吏
が
文
書
を
受
け
取
っ
た
場
所
は
そ
の
吏
の
所
属
機
関
で
は
な
い
し
、
そ
の
吏
の
所
属
機
関
が
文
書
伝
送

を
担
当
し
て
い
た
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
二
つ
目
は
、
文
書
の
伝
送
方
式
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
懸
泉
置
周
辺

で
は
、
駅
に
よ
る
文
書
伝
送
（
郵
行
方
式
）、
置
に
よ
る
文
書
伝
送
（
県
次
方
式
）、
亭
に
よ
る
文
書
伝
送
（
亭
行
方
式
）
の
三
つ
の
文
書
伝

送
方
式
が
併
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
特
定
の
施
設
で
接
続
し
な
が
ら
も
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
文
書
伝
送
経
路
を
形
成

し
て
い
た⑧

。
従
っ
て
、
居
延
・
肩
水
地
域
の
文
書
伝
送
に
お
い
て
も
懸
泉
置
周
辺
で
確
認
さ
れ
た
三
つ
の
伝
送
方
式
が
存
在
し
た
可
能

性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
伝
送
方
式
の
違
い
を
考
慮
せ
ず
、
全
て
の
文
書
伝
送
経
路
を
一
つ
に
繋
い
で
し
ま
っ
て
は
正
確
な
伝
送
経
路

は
復
原
で
き
な
い
。

　

居
延
・
肩
水
地
域
に
お
け
る
文
書
伝
送
経
路
に
つ
い
て
、
前
掲
の
李
振
宏
を
初
め
幾
つ
か
の
先
行
研
究
が
既
に
存
在
す
る
に
も
拘
わ

ら
ず
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
か
か
る
理
由
に
よ
る
。
そ
れ
故
、
本
稿
で
は
、
居
延
・
肩
水
地
域
の
文
書
伝
送
経
路
を
復
原
す
る
に

際
し
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
伝
送
経
路
の
是
非
を
検
証
す
る
と
い
う
形
を
取
ら
な
い
で
、
文
書
伝
送
記
録
そ
の
も
の
の

集
成
か
ら
作
業
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。
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【表】
伝送方向 文書伝送経路

南行 收降　→當曲

南行 收降　→當曲

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→卅井城𠢕𠢕北

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→誠𠢕𠢕北

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→誠𠢕𠢕北

北行 收降←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←誠𠢕𠢕北

南行 收降　　→□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→□𠢕𠢕北

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←誠𠢕𠢕北

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←誠𠢕𠢕北

南行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→誠𠢕𠢕北

南行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→誠𠢕𠢕北　　卅井南界→廣地北界

北行 收降←　當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←城𠢕𠢕北

北行 收降←　當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←城𠢕𠢕

北行 收降亭←當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　推木←卅井誠𠢕𠢕

北行 收降←　當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←卅井〼

北行 收降←　當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木←卅井

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→卅井

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→卅井

南行 收降　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→卅井

南行 □　　→當曲　　　　　　　　　　　　　　　　　臨木→卅井

南行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□→臨木→卅井

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殄北←臨木←卅井

南行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□→臨桐→卅井

北行 收降←　當曲←　不侵←　呑遠

南行 收降　→當曲　→不侵　→呑遠

北行 收降←　當曲　　不侵郵←呑遠郵

北行 　　　　　　　　不侵←　呑遠

南行 　　　　　　　　不侵　→呑遠　→誠北

北行 　　　　　　　　　　　　呑遠←　誠北←　　　　臨木

南行 　　　　　　　　　　　　呑遠　→誠北　　　　→臨木

北行 　　　　　　　　　　　　呑遠←　城北←　　　　木中←卅井誠𠢕𠢕北

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　誠北←　　　　臨木←□

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　誠北←　　　　臨□

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　□北←　　　　臨木

南行 收降亭→當曲　→不侵　→執胡

南行 　　　　　　　　不侵　→執胡　→誠北

南行 　　　　　　　　　　　　執胡　→誠北　　　　→臨木

北行 　　　　　　　　　　　　　　　　誠北←武賢　　臨木←誠𠢕𠢕北

南行 　　　　　　　　　　　　　　　　城北→□賢　　臨木→卅井誠𠢕𠢕北

南行 　　　　　　　　　　　　　　　　誠北→□　　→臨木

北行 收降亭←當曲←　不侵←　萬年

南行 　　　　　　　　　　　　萬年驛→武彊驛

南行 　　　　　　　　　　　　萬年驛→武彊驛
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※冒頭の番号は【別表】の番号である。文書授受者の所属表記が「某卒」「某燧卒」となっている場合は文書伝送経路欄に
「某」のみを、それ以外の「某亭卒」などの場合は「某亭」などと記し、一例しか見えない亭燧はゴチック体にした。また、
「□」は簡牘中に亭燧名が明記されていなかったり、簡の断裂によって名称が確認できない亭燧である。文書伝送経路欄の
矢印は文書の伝送方向を示す。

〔補注〕
20： 簡牘に記載された燧名をそのままたどると「収降←□←当曲……臨木←誠あ北」と伝送されたように理解できるが、

当曲と収降の間に他の燧が介在する例は他には無い。文書伝送記録の中には、03、14 のように最後に当該範囲の最
初と最後の燧を挙げたあとに「界中……里」と記すものがあるので、この簡でも「当曲卒湯付【収降】卒□執胡□□
収降卒□【卅井誠あ北界中……里】定行九時五分中程」のように書かれていたものと考えておきたい。

61：「推木」は「臨木」が王莽期に改称されたものである。饒宗頤・李均明『新莽簡輯証』（新文豊出版公司　一九九五）
一七六〜一七七頁参照。

22：「莫尚」は「莫當」の誤記。

北行 　　　　　　　　　　　　□年　←武彊驛

南行 莫當→騂北

南行 莫當→騂北

南行 莫當→騂北亭

南行 莫尚→騂北　→沙頭

南行 莫當→□　　→沙頭

南行 莫當→□　　→沙頭亭

南行 莫當→□亭　→沙頭亭

北行 莫當←□←　　沙頭

北行 莫當←□←　　沙頭

北行 莫當←…　　　□頭

南行 　　　騂北…→沙頭

北行 　　　騂北←　沙頭

南行 　　　騂北　→沙頭亭→騂馬

南行 　　　騂北　→沙頭亭→騂馬

南行 　　　　　　　沙頭　→騂馬→不今

南行 　　　　　　　沙頭　→騂馬→不今

南行 　　　　　　　沙頭　→騂馬→不今

南行 　　　　　　　沙頭　→□　→不今

北行 　　　騂北←　沙頭……□←　不今

北行 　　　騂北←　沙頭……□←　不今

北行 　　　騂北←　沙頭……□←　不今

南行 　　　　　　　沙頭　→□　→破虜

北行 　　　　　　　沙頭←　□←　界亭

南行 破胡→橐佗

夷胡→□→第六→府門

　　　　　第六→府門

南行 第十→第九

禹今→遮虜置
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１　

文
書
伝
送
記
録
の
集
成

　

本
稿
末
尾
の
【
別
表
】
は
、
居
延
・
肩
水
地
域
の
漢
代
烽
燧
遺
址
か
ら
出
土
し
た
簡
牘⑨

に
含
ま
れ
る
文
書
伝
送
記
録
の
う
ち
、
具
体

的
な
文
書
伝
送
状
況
の
記
載
が
あ
る
事
例
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る⑩

。
そ
の
中
で
、
二
つ
以
上
の
亭
燧
の
間
で
の
文
書
伝
送
状
況
が
具

体
的
に
判
明
す
る
事
例
を
選
び
、
そ
の
伝
送
状
況
を
抜
き
出
し
て
示
し
た
の
が
前
頁
の
【
表
】
で
あ
る
。

　

こ
の
【
表
】
に
み
え
る
経
路
を
単
純
に
合
成
し
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
な
Ａ
〜
Ｆ
の
六
経
路
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

Ａ
：　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

殄
北　
　
　

臨
桐
│
│
│
卅
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呑
遠　
　
　
　
　
　
　
　

│
│
│
│
│
臨
木
│
│
│
誠
あ

　
　

収
降
│
│
当
曲
│
│
不
侵
│
│
│
執
胡
│
│
│
誠
北
│
│
│
武
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
年
│
│
│
武
彊　
　
　

│
│
│
│
│
木
中
│
│
│
卅
井
誠
あ
北
│
│
│
卅
井
南
界
※

　
　
　

※
卅
井
南
界
│
│
広
地
北
界

Ｂ
： 

莫
当
│
│
騂
北
│
│
沙
頭
│
│
│
騂
馬⑪

│
│
不
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

□⑫

│
│
│
破
虜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

□⑬

│
│
│
界
亭
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Ｃ
：
破
胡
│
│
橐
佗

D
：
夷
胡
│
□
│
第
六
│
府
門

Ｅ
：
第
十
│
第
九

Ｆ
：
禹
今
│
庶
虜
置

以
下
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

２　

文
書
伝
送
経
路
の
復
原

（
１
）
ル
ー
ト
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

　

ル
ー
ト
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
い
ず
れ
も
居
延
都
尉
府
と
張
掖
太
守
府
を
結
ぶ
文
書
伝
送
経
路
で
あ
る
。
ル
ー
ト
Ａ
で
、
収
降
↓
当
曲
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…
…
臨
木
↓
卅
井
誠
あ
北
と
伝
送
す
る
64
、
不
侵
↓
呑
遠
↓
誠
北
と
伝
送
す
る
48
、
呑
遠
↓
誠
北
↓
臨
木
と
伝
送
す
る
55
、
甲
渠
候
官

臨
木
↓
誠
あ
北
…
…
卅
井
候
官
南
界
↓
広
地
候
官
北
界
と
伝
送
す
る
14
、
ル
ー
ト
Ｂ
で
莫
当
↓
騂
北
と
伝
送
す
る
72
、
騂
北
↑
沙
頭
↑

（
騂
馬
）
↑
不
今
と
伝
送
す
る
30
、
沙
頭
↓
□
↓
破
虜
と
伝
送
す
る
26
、
ル
ー
ト
Ｃ
で
破
胡
↓
橐
佗
と
伝
送
す
る
38
は
、
い
ず
れ
も
居
延

都
尉
府
と
張
掖
太
守
府
の
間
で
文
書
を
伝
送
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ル
ー
ト
Ｂ
で
沙
頭
↑
□
↑
界
亭
と
伝
送
す
る
94
に
は
張
掖

都
尉
発
信
の
居
延
都
尉
府
宛
て
文
書
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
68
で
は
張
掖
都
尉
発
信
文
書
が
お
得
令
（
お
得
県
は
張
掖
郡
治⑭
）
の
発
信
文

書
と
一
緒
に
伝
送
さ
れ
て
い
る
の
で
、94
も
張
掖
太
守
府
と
居
延
都
尉
府
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
と
考
え
て
良
い
。こ
の
よ
う
に
、

ル
ー
ト
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
は
居
延
都
尉
府
と
張
掖
太
守
府
を
結
ぶ
一
本
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
、
ル
ー
ト
Ｃ
に
見
え
る
破
胡
と
橐
佗
で
あ
る
が
、
破
胡
は
次
の
簡
か
ら
広
地
候
官
所
属
の
亭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〼
責
広
地
破
胡
亭
長
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 103

・42

（A8

）

一
方
の
橐
佗
で
あ
る
が
、
18
の
よ
う
に
候
官
名
と
し
て
も
見
え
る
。
同
じ
く
候
官
で
あ
る
卅
井
の
例
で
あ
る
が
、
後
掲E.P.T

68:128

の
よ
う
に
「
卅
井
燧
長
」
で
「
卅
井
候
官
に
所
属
す
る
燧
の
燧
長
」
と
い
う
意
味
を
表
す
場
合
も
あ
る
の
で
、38
に
見
え
る
「
橐
佗
燧
長
」

が
「
橐
佗
候
官
所
属
の
某
燧
の
燧
長
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、「
橐
佗
燧
長
万
世
」
の
よ
う
に
個
人
名
に

冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
他
に
も
「
橐
佗
燧
長
」
の
例
が
あ
る⑮

こ
と
か
ら
、
38
の
「
橐
佗
燧
」
は
あ
る
特
定
の
燧
の
名
と

思
わ
れ
る
。
候
官
名
と
同
じ
名
の
燧
が
存
在
し
た
こ
と
は
次
の
簡
か
ら
確
認
で
き
る
。

▩
卅
井
燧
四
石

　

具
弩
一
完　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 368

・11

（P9

）
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□
□
德
□
□
□
□
□
□

待
□
尉
得
移
卅
井
燧
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

140

・8A

（A32

）

368

・11

は
四
石
具
弩
の
所
属
や
配
備
場
所
を
示
す
付
け
札
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
卅
井
燧
」
は
あ
る
特
定
の
燧
の
名
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
し
、140
・8A
の
「
移
卅
井
燧
長
」
は
文
書
宛
先
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
卅
井
燧
長
」
も
あ
る
特
定
の
燧
の

燧
長
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
、
卅
井
燧
は
何
処
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
卅
井
燧
は
卅
井
候
官
に
併

置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、368

・11

の
出
土
地
が
卅
井
候
官
遺
址
（P9

）
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
卅
井
燧
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
橐
佗
燧
も
橐
佗
候
官
に
併
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ル
ー
ト
Ｃ
に
見
え
る
破
胡
は
広
地
候
官
破
胡
亭
、
橐
佗
は
橐
佗
候
官
橐
佗
燧
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ー
ト
Ａ
の

南
端
で
あ
る
広
地
北
界
燧
は
そ
の
名
称
か
ら
こ
れ
が
広
地
候
官
管
轄
区
の
北
端
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
広
地
候
官
破
胡
亭
は
そ
の
南
側

に
位
置
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ル
ー
ト
Ｂ
の
北
端
は
橐
佗
莫
当
燧
で
あ
る
が
、
そ
の
南
の
騂
北
は
肩
水
候
官
所
属
の
亭
で
あ
る
こ
と
が

次
の
簡
か
ら
わ
か
る
。

四
月
丙
子
、
肩
水
騂
北
亭
長
敞
以
私
印
兼
行
候
事
、
謂
関
嗇
夫
吏
、
写
移
、
書

□
如
律
令　

令
史
熹
Ｖ
光
Ｖ
博
尉
史
賢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 29

・7

（A32

）

従
っ
て
、
ル
ー
ト
Ｂ
北
端
の
橐
佗
莫
当
燧
は
橐
佗
候
官
管
轄
区
の
南
端
に
当
た
り
、
ル
ー
ト
Ｃ
の
橐
佗
候
官
橐
佗
燧
は
莫
当
燧
よ
り
も

北
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
、
ル
ー
ト
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
北
か
ら
ル
ー
ト
Ａ
、
ル
ー
ト
Ｃ
、
ル
ー
ト
Ｂ
と
い
う
順
に
接
続
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
ル
ー
ト
Ｂ
の
南
端
に
は
不
今
燧
、
破
虜
燧
、
界
亭
の
三
つ
が
来
る
が
、
破
虜
は
26
に
見
え
居
延
都
尉

発
信
の
張
掖
太
守
府
宛
て
文
書
を
、
界
亭
は
94
に
見
え
張
掖
都
尉
発
信
の
居
延
都
尉
府
宛
て
文
書
を
そ
れ
ぞ
れ
伝
送
し
て
い
る
の
で
こ

の
ル
ー
ト
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
共
に
沙
頭
亭
と
の
間
に
別
の
亭
燧
を
挟
ん
で
お
り
、
そ
の
点
、
不
今
燧
と
同
じ
で
あ
る
。
破
虜

燧
と
界
亭
は
他
に
例
が
見
え
ず
、
不
今
燧
と
の
位
置
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
他
に
も
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
。
即
ち
、
①
南
行
で
不
侵
の
次
に
呑
遠
・
執
胡
・
万
年
の
三
つ
が
く
る
こ

と
、
②
南
行
で
臨
木
燧
の
次
に
卅
井
誠
あ
北
・
誠
あ
・
卅
井
が
存
在
す
る
こ
と
、
③
武
賢
、
殄
北
、
臨
桐
、
木
中
が
一
、二
例
し
か
見

え
な
い
こ
と
、
④
万
年
―
武
彊
が
駅
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
④
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
①
〜
③
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　

ま
ず
①
に
つ
い
て
。
呑
遠
・
執
胡
・
万
年
は
い
ず
れ
も
北
の
不
侵
と
、
ま
た
、
呑
遠
・
執
胡
は
南
の
誠
北
と
文
書
の
受
け
渡
し
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
受
け
渡
し
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
伝
送
経
路
と
見
な
す
と
前
掲
の
図
の
よ
う
に
不
侵
か
ら
呑
遠
・
執
胡
・
万
年
の
三
つ

に
分
か
れ
て
再
び
誠
北
に
戻
る
形
に
な
る
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、こ
の
文
書
伝
送
記
録
は
あ
く
ま
で
文
書
を
運
ん
だ
吏
卒
を
記
録
し
た
も
の
で
、

必
ず
し
も
そ
こ
に
記
さ
れ
る
亭
燧
に
お
い
て
文
書
の
授
受
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、例
え
ば
02
に
は「
執

胡
卒
常
受
不
侵
卒
楽
、
己
酉
平
旦
一
分
付
誠
北
卒
良
」
と
文
書
授
受
の
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
載
か
ら
直
ち
に
、
執
胡
燧

に
お
い
て
不
侵
卒
楽
か
ら
執
胡
卒
常
に
文
書
が
渡
さ
れ
、
誠
北
燧
に
お
い
て
執
胡
卒
常
か
ら
誠
北
卒
良
に
文
書
が
渡
さ
れ
た
と
は
断
定

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
文
書
の
受
け
渡
し
を
し
た
吏
卒
の
所
属
機
関
名
が
文
書
を
受
け
渡
し
た
場
所
と
は
限

ら
な
い
こ
と
を
示
す
例
が
、
懸
泉
置
漢
簡
に
あ
る
。
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出
東
書
四
封
、
敦
煌
太
守
章
、
一
詣
勧
農
掾
、
一
詣
勧
農
史
、
一
詣
広
至
、
一
詣
冥
安
、
一
詣
淵
泉
、
合
檄
一
、
鮑
彭
印
、
詣

東
道
平
水
史
杜
卿
、
府
記
四
、
鮑
彭
印
、
一
詣
広
至
、
一
詣
淵
泉
、
一
詣
冥
安
、
一
詣
宜
禾
都
尉
、
元
始
五
年
四
月
丁
未
日
失

中
時
、
県
泉
置
佐
忠
受
広
至
廏
佐
車
成
輔
、
●
即
時
、
遣
車
成
輔
持
東　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
D

X
T

0114
②

:294 ⑯

東
書
四
封
な
ど
の
伝
送
状
況
の
記
録
で
あ
る
が
、
東
に
向
け
て
送
っ
て
い
る
文
書
を
懸
泉
置
佐
の
忠
が
広
至
廏
佐
の
車
成
輔
か
ら
受
け

取
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
授
受
関
係
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
広
至
は
懸
泉
置
の
西
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、

広
至
県
は
懸
泉
置
の
東
に
位
置
し
て
い
る⑰

。
こ
の
簡
で
は
「
即
時
、
遣
車
成
輔
持
東
」
と
あ
る
よ
う
に
、
懸
泉
置
佐
の
忠
が
一
旦
文
書

を
受
け
取
り
チ
ェ
ッ
ク
を
し
た
後
、
再
び
、
広
至
廏
佐
の
車
成
輔
に
そ
の
文
書
を
東
へ
と
運
ば
せ
て
い
る
が
、
こ
の
授
受
に
注
目
す
る

と
、
こ
こ
で
懸
泉
置
佐
か
ら
広
至
廏
佐
に
文
書
が
渡
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
授
受
地
点
は
、
文
書
を
受
領
し
た
広
至
廏
佐

の
所
属
官
署
、
即
ち
、
広
至
県
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

車
成
輔
は
広
至
廏
佐
な
の
で
、
恐
ら
く
懸
泉
置
の
西
に
出
張
し
た
車
成
輔
が
広
至
県
に
戻
る
際
に
文
書
を
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
出
張
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
と
、「
Ａ
燧
卒
付
Ｂ
燧
卒
」「
Ｂ
燧
卒
受
Ｃ
燧
卒
」
と
い
う
文
書
授
受
の
記
載
が
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
文
書
授
受
の
場
が
Ｂ
燧
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
問
題
に
戻
る
と
、
不
侵
と
誠
北
の
間
で
呑
遠
・

執
胡
・
万
年
卒
が
介
在
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
呑
遠
・
執
胡
・
万
年
燧
で
文
書
の
受
け
渡
し
が
行
わ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

呑
遠
・
執
胡
・
万
年
が
文
書
伝
送
記
録
に
出
現
す
る
回
数
を
見
る
と
、
呑
遠
は
八
回
（
不
侵
―
呑
遠
：
04
、
05
、
47
、
23
、
48
。
呑
遠
―
誠
北
：

48
、
59
、
55
、
63
）、
執
胡
は
三
例
（
不
侵
―
執
胡
：
49
、
02
。
執
胡
―
誠
北
：
02
、
52
）、
万
年
は
不
侵
と
の
一
例
の
み
（
56
）
で
、
呑
遠
の
出
現

回
数
が
最
も
多
い
。
ま
た
、
呑
遠
・
執
胡
・
万
年
相
互
間
で
文
書
の
受
け
渡
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
執
胡
卒
や
万
年
卒
に
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よ
る
文
書
伝
送
は
、
本
来
、
呑
遠
卒
が
行
う
べ
き
所
を
何
ら
か
の
理
由
で
臨
時
的
に
代
行
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
方
が
良
さ
そ
う
で

あ
る
。
そ
の
代
行
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
先
の
懸
泉
置
簡
に
見
え
た
よ
う
な
吏
卒
の
出
張
で
あ
る
。

　

呑
遠
燧
と
万
年
燧
は
呑
遠
部
所
属
の
燧
で
、
呑
遠
燧
は
呑
遠
部
管
轄
範
囲
の
南
端
に
、
万
年
燧
は
北
端
に
、
執
胡
燧
は
誠
北
部
所
属

の
燧
で
誠
北
部
管
轄
範
囲
の
北
端
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る⑱

。
つ
ま
り
、
こ
の
三
燧
は
北
か
ら
、
万
年
―
呑
遠
―
執
胡
の
順
に
並
ん
で
い

た
。
そ
の
位
置
関
係
を
踏
ま
え
て
文
書
伝
送
状
況
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
48
（
南
行
）
：　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

不
侵̶

̶
̶
̶

呑
遠̶

̶
̶
̶

誠
北　
　
　
　

　
56
（
北
行
）
：　
　
　
　
　
　

 

　

収
降
↑
当
曲
…
…
不
侵
↑
万
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
49
（
南
行
）
：　
　
　
　
　
　

 

　

収
降
↓
当
曲
…
…
不
侵
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
執
胡　
　
　
　
　
　
　

　
02
（
南
行
）
：　
　
　
　
　
　

 
　
　
　
　
　
　
　
　

不
侵
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
執
胡
↓
誠
北　
　
　
　

　
52
（
南
行
）
：　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

執
胡
↓
誠
北
↓
臨
木　

こ
れ
を
見
て
気
づ
く
こ
と
は
、
呑
遠
の
北
に
位
置
す
る
万
年
が
北
向
き
の
文
書
を
、
南
に
位
置
す
る
執
胡
が
南
向
き
文
書
を
伝
送
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
卒
の
出
張
を
想
定
す
れ
ば
、
た
ま
た
ま
呑
遠
に
出
張
し
て
き
て
い
た
万
年
卒
・
執
胡
卒
が
自
分
の
燧
に
戻

る
際
に
文
書
を
伝
送
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
呑
遠
燧
に
は
宿
泊
の
で
き
る
置
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。

〼
候
長
博
告
燧
長
張
□

〼
九
日
宿
呑
遠
置
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〼
□
自
辨
如
故
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

393

・1A

（A2

）

そ
れ
故
、
隣
接
す
る
万
年
・
誠
北
の
吏
卒
が
何
ら
か
の
業
務
で
呑
遠
へ
出
張
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
た

ま
た
ま
自
分
の
燧
の
あ
る
方
向
に
伝
送
す
べ
き
文
書
が
呑
遠
燧
に
届
い
た
場
合
、
出
張
で
呑
遠
に
来
て
い
た
吏
卒
が
自
分
の
燧
に
戻
る

つ
い
で
に
そ
の
文
書
を
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
不
侵
―
誠
北
間
で
文
書
を
伝
送
す
る
役
割
を

本
来
担
っ
て
い
た
の
は
呑
遠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

で
は
、
問
題
の
第
二
点
、
即
ち
、
南
行
で
臨
木
の
次
に
卅
井
誠
あ
北
・
誠
あ
・
卅
井
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
臨

木
と
の
文
書
伝
送
の
事
例
は
、
卅
井
誠
あ
北
が
九
例
（
64
、
03
、
17
、
53
、
11
、
46
、
10
、
14
、
20
）、
卅
井
は
六
例
（
12
、
24
、
51
、
50
、
39
、

60
）
あ
る
の
に
対
し
て
、
卅
井
誠
あ
は
二
例
（
66
、
61
）
の
み
で
あ
る
。

　
「
卅
井
卒
」
と
あ
れ
ば
卅
井
燧
卒
を
指
す
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
卅
井
燧
が
存
在
す
る
こ
と
は
先
述
の
通
り

で
あ
る
。
し
か
し
、そ
の
卅
井
燧
は
卅
井
候
官
（P9
）
に
併
設
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、臨
木
と
文
書
の
受
け
渡
し
を
す
る
「
卅

井
卒
」
をP9

に
位
置
す
る
卅
井
燧
の
卒
と
見
な
す
こ
と
は
位
置
的
に
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
卅
井
卒
」
は
「
卅
井
候
官
に

所
属
す
る
卒
」
と
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
漢
簡
中
の
「
卅
井
某
」
が
「
卅
井
候
官
に
所
属
す
る
某
」
の
意
味
で
あ
る
例

は
実
際
に
存
在
す
る
。

遣
豊
代
意
、
帰
卅
井
●
案
、
卅
井
燧
長
乗
甲
渠
、
凡
十
三
人
、
還　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.T
68:128

こ
の
簡
に
見
え
る
「
卅
井
燧
長
」
は
「
凡
十
三
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
卅
井
燧
の
燧
長
で
は
な
く
、
卅
井
候
官
所
属
の
某
燧
の
燧
長
た
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ち
で
あ
る
。「
卅
井
卒
」
が
見
え
る
六
例
の
う
ち
39
と
60
を
除
い
た
四
例
は
、
全
て
当
曲
か
ら
臨
木
ま
で
の
甲
渠
候
官
管
内
の
文
書
伝
送

状
況
の
記
録
で
あ
る
。
57
も
、
臨
木
が
欠
落
し
て
い
る
が
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
臨
木
燧
卒
と
文
書
の
受
け
渡
し
を
し
た
の
が
甲
渠

候
官
管
轄
区
外
の
卅
井
候
官
所
属
の
卒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
そ
れ
で
充
分
で
あ
っ
た
た
め
に
、
候
官
名
だ
け
を
記
し
て
燧

名
は
省
略
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
卅
井
誠
あ
に
つ
い
て
は
、
臨
木
と
文
書
の
受
け
渡
し
を
し
て
い
る
の
が
卅
井
誠
あ
北
・
卅
井

の
十
六
例
に
対
し
て
、
誠
あ
が
わ
ず
か
二
例
で
あ
り
、
誠
あ
北
と
誠
あ
は
隣
接
す
る⑲

こ
と
か
ら
、
誠
あ
が
文
書
伝
送
を
行
う
の
は
卒
の

出
張
な
ど
に
因
る
誠
あ
北
の
代
替
と
見
な
す
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

　

続
い
て
問
題
の
第
三
点
、即
ち
、③
武
賢
、殄
北
、臨
桐
、木
中
が
一
、二
例
し
か
見
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。ま
ず
武
賢
か
ら
。

武
賢
が
見
え
る
の
は
15
と
25
の
二
例
の
み
で
、
共
に
誠
北
―
武
賢
―
臨
木
―
誠
あ
北
と
文
書
が
伝
送
さ
れ
る
中
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

武
賢
を
仲
介
せ
ず
誠
北
と
臨
木
が
直
接
文
書
を
受
け
渡
し
し
て
い
る
例
が
六
例
（
59
、55
、65
、44
、58
、52
）
見
え
る
。
文
書
伝
送
の
記
録
が
、

例
え
ば
63
に
見
え
る
よ
う
に
、
伝
送
留
遅
の
責
任
者
追
及
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
六
例
で
、
実
際
は
武
賢
も

文
書
伝
送
を
担
っ
て
い
な
が
ら
伝
送
記
録
に
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
故
、
実
際
に
記
載
の
通
り
に

文
書
は
伝
送
さ
れ
、
武
賢
は
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
通
常
、
収
降̶

不
今
ル
ー
ト
の
文
書

伝
送
に
武
賢
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
武
賢
が
関
わ
る
こ
の
二
例
は
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
と
は
別
の
文
書
伝
送
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

木
中
は
63
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
南
か
ら
卅
井
誠
あ
北
↓
木
中
↓
誠
北
↓
呑
遠
と
伝
送
さ
れ
て
い
る
が
、
誠
北
の
南
側
で
誠
北
と
文

書
の
受
け
渡
し
を
し
て
い
る
の
は
、
63
と
武
賢
の
二
例
（
15
・
25
）
及
び
不
明
の
一
例
（
09
武
賢
か
）
を
除
き
全
て
臨
木
で
あ
る
（
59
、
55
、

65
、
44
、
58
、
52
）。
木
中
燧
は
臨
木
部
所
属
な
の
で⑳

、
木
中
に
よ
る
文
書
伝
送
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
る
臨
木
の
代
替
と
見
て
お
き
た
い
。

　

殄
北
も
60
に
見
え
る
だ
け
で
、
こ
こ
で
は
南
か
ら
卅
井
↓
臨
木
↓
殄
北
と
伝
送
し
て
い
る
。
殄
北
候
官
（A1

）
は
甲
渠
候
官
の
北
、
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か
な
り
離
れ
て
い
る
所
に
位
置
す
る
。
北
行
で
臨
木
か
ら
文
書
を
受
け
取
る
の
は
60
を
除
き
全
て
誠
北
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
殄

北
」
は
「
誠
北
」
の
誤
写
ま
た
は
誤
釈
の
可
能
性
も
あ
ろ
う㉑

。

　

臨
桐
は
06
に
一
例
み
え
る
の
み
で
、
そ
こ
で
は
某
燧
↓
臨
桐
↓
卅
井
と
文
書
が
伝
送
さ
れ
て
い
る
。
臨
桐
燧
は
第
四
部
所
属
で
、
臨

桐
燧
卒
は
甲
渠
候
官
へ
の
文
書
配
達
者
と
し
て
も
し
ば
し
ば
現
れ
る㉒

。
卅
井
誠
あ
北
・
誠
あ
と
文
書
の
受
け
渡
し
を
し
て
い
る
の
は
06

の
臨
桐
を
除
き
全
て
臨
木
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
臨
桐
も
臨
木
の
代
替
と
見
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
検
討
の
結
果
、
居
延
都
尉
府
と
張
掖
太
守
府
を
結
ぶ
文
書
伝
送
経
路
と
し
て
ル
ー
ト
Ａ
・
Ｃ
・
Ｂ
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ

る
。
な
お
、
甲
渠
候
官
管
轄
区
以
外
は
ル
ー
ト
の
途
中
に
記
載
の
な
い
亭
燧
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

居
延
都
尉
府
…
…
居
延
収
降
亭
│
│
甲
渠
当
曲
燧
│
│
甲
渠
不
侵
燧
│
│
甲
渠
呑
遠
燧
│
│
甲
渠
誠
北
燧
│
│
甲
渠
臨
木
燧
│
│
卅
井

誠
あ
北
燧
…
…
卅
井
南
界
燧
…
…
広
地
北
界
燧
…
…
広
地
破
胡
亭
…
…
橐
佗
橐
佗
燧
…
…
橐
佗
莫
当
燧
…
…
肩
水
騂
北
亭
…
…
沙
頭
亭

…
…
騂
馬
燧
…
…
不
今
燧
…
…
張
掖
太
守
府

こ
の
ル
ー
ト
を
、
以
後
、
そ
の
両
端
の
亭
燧
名
を
取
っ
て
「
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）
ル
ー
ト
Ａ
（
万
年
ー
武
彊
）

　

先
に
ル
ー
ト
Ａ
の
万
年
と
武
彊
に
つ
い
て
は
駅
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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万
年
が
見
え
る
例
を
再
度
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
56
（
北
行
）
：　
　
　
　
　
　
　

 

収
降
亭
↑
当
曲
↑
不
侵
↑
万
年

　
　
43
（
南
行
）、
45
（
南
行
）
： 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
年
駅
↓
武
彊
駅

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
繋
げ
ば
初
め
に
挙
げ
た
経
路
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
懸
泉
置
周
辺
で
は
、
駅
・
亭
・
置
そ
れ
ぞ
れ

に
よ
る
三
種
類
の
文
書
伝
送
方
式
が
併
存
し
て
い
た
。
先
に
検
討
し
た
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
は
、
収
降
・
破
胡
・
沙
頭
が
亭
で
あ
る
以

外
は
燧
を
繋
ぐ
形
で
文
書
が
伝
送
さ
れ
て
お
り
、
駅
に
よ
る
文
書
伝
送
で
あ
る
こ
の
万
年
駅
―
武
彊
駅
の
ル
ー
ト
と
安
易
に
連
結
す
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

武
彊
駅
卒
が
文
書
を
伝
送
し
て
い
る
40
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

40　
　

  

〼
□
大
將
軍
印
章
、
詣
中
郎
將
、
駅
馬
行
、
十
二
月
廿
二
日
起
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    E.P.T
49:11A

〼
年
燧
長
育
受
武
彊
駅
卒
良
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  E.P.T
49:11B

こ
の
簡
は
表
裏
両
面
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
て
、
Ｂ
面
に
「
武
彊
駅
卒
」
が
見
え
る
。
そ
の
武
彊
駅
卒
か
ら
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
る

の
は
「
〼
年
燧
長
」
で
あ
る
が
、
43
・
45
と
同
じ
く
武
彊
駅
卒
と
の
間
で
文
書
の
受
け
渡
し
を
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
万
年
燧
長
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
従
っ
て
、
こ
の
40
も
万
年
駅
―
武
彊
駅
の
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
の
記
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
が
Ａ
面
の
「
駅
馬
行
」
で
、
こ
れ
は
文
書
伝
送
方
法
の
指
示
で
あ
る
か
ら
、
万
年
駅
―
武
彊
駅
を
繋
ぐ
文
書
伝
送
方
法
が
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「
駅
馬
行
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
駅
馬
行
」
は
字
面
か
ら
駅
馬
に
よ
る
文
書
伝
送
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
次

の
簡
か
ら
駅
に
駅
馬
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

橐
佗
駮
南
駅
建
平
元
年
八
月
駅
馬
閲
具
簿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 502

・7

（A35

）

従
っ
て
、
駅
を
繋
ぐ
文
書
伝
送
は
「
駅
馬
行
」
と
呼
ば
れ
、
駅
馬
に
よ
っ
て
文
書
が
伝
送
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
さ
ら

に
、
こ
の
「
駅
馬
行
」
は
「
騎
置
馳
行
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
簡
か
ら
わ
か
る
。

70　
　

  

皇
帝
璽
書
一
封
、
賜
使
伏
虜
居
延
騎
千
人
光

制
曰
、
騎
置
馳
行
、
伝
詣
張
掖
居
延
使
伏
虜
騎
千
人
光
所
在
、
毋
留
、
留
二
千
石
坐
之

・
從
安
定
道　

元
康
元
年
四
月
丙
午
日
入
時
、
界
亭
駅
小
史
安
以
来
、
望
□
行　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

73E.J.T
21:1

こ
れ
は
皇
帝
か
ら
張
掖
居
延
使
伏
虜
騎
千
人
の
光
宛
て
に
送
ら
れ
た
璽
書
の
伝
送
記
録
で
あ
る
。「
制
」
の
中
で
こ
の
文
書
を
「
騎
置

馳
行
」
に
よ
っ
て
伝
送
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
璽
書
を
実
際
に
伝
送
し
て
い
る
の
が
界
亭
駅
小
史
な
の
で
、
こ

の
「
駅
置
馳
行
」
は
駅
を
つ
な
い
で
伝
送
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
の
二
簡
も
「
騎
置
馳
行
」
に
よ
る
文
書
伝
送
の
記
録
で
あ
る
。

〼
上
書
一
封
／
騎
置
馳
行
上
／
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

73E.J.T
21:409



立命館東洋史學　第 36號

18

　

張
掖
肩
水
広
地
候
賓
□
□
長
昌
昧
死
再
拜
□
□　
　
　

本
始
元
年
四
月
己
酉
日
蚤
食
時

　

騎
置
馳
行
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
□
□
□
長
寿
燧
□
□
□
燧
長
妻
報
報
子
□
□
□
□

行
在
所
公
車
司
馬
以
聞

　

□
□
五
年
四
月
戊
申
日
餔
時
受
□
□
□　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

73E.J.T
24:244

「
上
書
一
封
」「
上
行
在
所
公
車
司
馬
以
聞
」
か
ら
こ
れ
ら
が
と
も
に
皇
帝
宛
の
上
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る㉓

。
先
の
70
も
皇
帝
が
家
臣

に
下
し
た
「
璽
書
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
る
と
、
懸
泉
置
周
辺
の
文
書
伝
送
と
同
様
に
、
居
延
に
お
い
て
も
「
騎
置
馳
行
」

は
皇
帝
発
信
の
文
書
ま
た
は
皇
帝
宛
上
書
と
い
っ
た
特
別
の
文
書
を
伝
送
す
る
た
め
の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
駅
馬
行
」

に
よ
る
文
書
伝
送
で
あ
る
43
は
大
将
軍
宛
、
40
は
大
将
軍
発
信
の
中
郎
将
宛
で
あ
っ
て
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
で
伝
送
さ
れ
て
い
た
文

書
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
伝
送
さ
れ
て
い
る
文
書
の
内
容
と
い
う
点
か
ら
も
、
駅
を
繋
ぐ
こ
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
は
、
収
降
―
不
侵
ル

ー
ト
と
は
切
り
離
し
て
独
立
し
た
ル
ー
ト
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

居
延
・
肩
水
地
域
で
万
年
駅
・
武
彊
駅
の
他
に
駅
や
駅
馬
の
所
在
を
探
す
と
、
誠
北
と
止
害
に
も
駅
馬
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
次

の
簡
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る ㉔

。

〼
三
月
己
丑
付
□
□
士
吏
広
宗
、給
城
北
駅
馬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

283

・63

（A8

）

□
止
害
駅
馬
一
匹
□
又
鉼
庭
□
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.T
43:109
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万
年
駅
と
武
彊
駅
が
文
書
伝
送
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
43
や
45
に
見
え
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
止
害
と
誠
北
が
文
書
伝
送
に

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
直
接
示
す
事
例
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
駅
馬
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
の
で
、
止
害
と
誠

北
も
ま
た
駅
に
よ
る
文
書
伝
送
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
武
彊
駅
は
誠
北
部
、
万
年
駅
は
不
侵
部
に
所
属
し
、
誠
北
部
の

南
端
は
誠
北
燧
な
の
で
武
彊
駅
は
誠
北
燧
の
北
側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
万
年
駅
は
恐
ら
く
万
年
燧
に
併
置
さ
れ
、
そ
の
万
年
燧

は
呑
遠
部
の
北
端
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
止
害
駅
が
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
止
害
燧
は
不
侵
部
に
所
属
す
る
が
、
不
侵
部
の
北
端
は
当

曲
燧
、
南
端
は
不
侵
燧
な
の
で
、
止
害
燧
は
そ
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る㉕

。
以
上
の
位
置
関
係
を
踏
ま
え
て
、
駅
に
よ
る
文
書
伝

達
ル
ー
ト
を
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
と
比
較
し
な
が
ら
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

駅
馬
行
ル
ー
ト　
　

：
…
‥
…
…
…
…
止
害
駅
…
…
…
…
万
年
駅̶

̶
̶
̶
̶

武
彊
駅
…
…
誠
北
駅
…
…
…
…
…
…
橐
佗
駮
南
駅
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                ‖

　

収
降
―
不
今
ル
ー
ト
：
…
‥
当
曲
燧̶

̶
̶
̶

不
侵
燧̶

̶
̶
̶
̶

呑
遠
燧̶

̶
̶
̶
̶
̶

誠
北
燧̶

̶

臨
木
燧
…
…

こ
の
駅
を
繋
ぐ
ル
ー
ト
を
、
以
下
、「
駅
馬
行
ル
ー
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

（
３
）
ル
ー
ト
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ

　

残
る
ル
ー
ト
Ｄ
・Ｅ
・Ｆ
に
つ
い
て
は
他
の
ル
ー
ト
と
接
続
し
な
い
の
で
、
若
干
の
指
摘
を
す
る
に
留
め
る
。
ま
ず
ル
ー
ト
Ｄ
の
「
夷

胡
↓
□
↓
第
六
↓
府
門
」
に
つ
い
て
。
第
六
↓
府
門
の
伝
送
記
録
の
あ
る
82
と
84
は
と
も
に
金
関
（A32

）
出
土
簡
で
あ
る
が
、
金
関
付
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近
で
「
府
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
肩
水
都
尉
府
（A35

）
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
府
門
」
は
肩
水
都
尉
府
の
門
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
84
は
万
世
燧
か
ら
府
に
送
ら
れ
た
文
書
函
の
伝
送
記
録
で
あ
る
。
万
世
燧
は
肩
水
候
官
所
属
の
燧㉖

な
の
で
、
所
在
地

が
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
ル
ー
ト
Ｄ
は
肩
水
候
官
管
内
の
燧
と
肩
水
都
尉
府
を
結
ぶ
文
書
伝
送
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

　

ル
ー
ト
Ｅ
は
67
に
の
み
見
え
る
。
出
土
地
が
甲
渠
候
官
第
九
燧
遺
址
（T

13

）㉗

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
第
九
・
第
十
燧
は
甲
渠
候
官

所
属
の
燧
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
二
燧
は
甲
渠
候
官
の
南
北
に
連
な
る
烽
燧
列
に
位
置
す
る
隣
接
す
る
二
燧
で
あ
る
が
、

所
属
す
る
部
は
異
な
る㉘

。
第
十
燧
は
甲
渠
候
官
に
文
書
を
持
っ
て
く
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
燧
で
あ
る㉙

が
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
と
ど

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
ル
ー
ト
Ｆ
も
62
に
一
例
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　

以
上
で
、
六
つ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
一
通
り
考
察
を
終
え
た
。
そ
の
結
果
、
居
延
・
肩
水
地
域
に
は
、
居
延
都
尉
府
と
張
掖
太
守
府

の
間
を
亭
燧
を
繋
い
で
文
書
を
伝
送
す
る
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
、
駅
馬
に
よ
っ
て
皇
帝
の
璽
書
や
上
書
な
ど
特
別
の
文
書
を
伝
送
す
る

駅
馬
行
ル
ー
ト
、
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
ル
ー
ト
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
と

駅
馬
行
ル
ー
ト
は
万
年
燧
で
連
結
さ
れ
て
一
つ
の
ル
ー
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
異
な
る
文
書
伝
送
方
式
と
し
て
区
別
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

　

文
書
の
伝
送
方
式
に
は
、
郵
・
駅
に
よ
っ
て
文
書
を
伝
送
す
る
郵
行
方
式
、
県
や
置
に
よ
る
県
次
方
式
、
亭
に
よ
る
亭
行
方
式
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
次
に
は
、
こ
こ
で
検
討
し
た
文
書
伝
送
ル
ー
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
文
書
伝
送
方
式
に
当
た
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
し

よ
う
。
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３　

居
延
・
肩
水
地
区
に
お
け
る
文
書
伝
送
ル
ー
ト
と
伝
送
方
式

（
１
）
駅
馬
行
ル
ー
ト

　

駅
馬
行
ル
ー
ト
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
駅
・
駅
馬
に
よ
っ
て
文
書
を
伝
送
し
て
い
た
が
、
懸
泉
置
周
辺
で
も
駅
・
駅
馬
に
よ
る
文
書

伝
送
は
存
在
し
、
そ
れ
は
郵
行
方
式
で
あ
っ
た
。
居
延
・
肩
水
地
域
で
は
、
駅
・
駅
馬
に
よ
る
文
書
伝
送
と
郵
に
よ
る
文
書
伝
送
が
連

続
す
る
こ
と
を
直
接
示
す
簡
牘
は
確
認
で
き
な
い㉚

が
、
駅
馬
行
ル
ー
ト
で
軍
書
が
伝
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
簡
は
存
在
す
る
。

城
北
部
建
武
八
年
三
月
軍
書
課
●
謹
案
、
三
月
毋
軍
侯
駅
書
出
入
界
中
者
…
…
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　

    E.P.F22:391

先
に
考
察
し
た
よ
う
に
誠
北
燧
に
は
駅
馬
が
置
か
れ
て
い
た
し
、
駅
馬
行
に
よ
る
文
書
伝
送
を
担
当
し
て
い
る
武
彊
駅
は
誠
北
部
に
属

す
る
駅
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
軍
書
は
駅
に
よ
っ
て
伝
送
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
軍
侯
駅
書
」
と
い
う
言
い
方
も
、
軍
書
が

駅
に
よ
っ
て
伝
送
さ
れ
た
こ
と
に
因
ん
だ
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

懸
泉
置
周
辺
で
は
、「
軍
書
」
と
明
記
さ
れ
る
も
の
は
例
外
な
く
郵
行
方
式
で
伝
送
さ
れ
て
い
た㉛

。
そ
れ
故
、
居
延
・
肩
水
地
域
で
も
、

軍
書
は
郵
行
方
式
に
よ
っ
て
伝
送
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
居
延
・
肩
水
地
域
に
お
け
る
駅
馬
行
ル
ー
ト
は
郵
行
方

式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
２
）
収
降
ー
不
今
ル
ー
ト

　
【
別
表
】
を
一
瞥
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
で
は
太
守
府
・
都
尉
府
・
県
の
間
で
遣
り
取
り
す
る
文
書
が
多

く
伝
送
さ
れ
て
い
る
が
、
懸
泉
置
周
辺
に
お
け
る
文
書
伝
送
で
は
、
太
守
府
・
都
尉
府
・
県
の
間
で
遣
り
取
り
さ
れ
る
文
書
を
多
く
伝

送
し
て
い
る
の
は
県
次
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
は
県
次
方
式
に
よ
る
文
書
伝
送
に
当
た
る
だ
ろ

う
。
た
だ
、
懸
泉
置
周
辺
で
は
亭
を
繋
ぐ
亭
行
方
式
で
も
太
守
や
県
令
長
の
発
信
文
書
が
伝
送
さ
れ
て
い
た
の
で
、
伝
送
文
書
の
発
受

信
者
だ
け
で
は
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
を
県
次
方
式
と
断
定
し
き
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
別
の
方
向
か
ら
検
証
し
て
お
こ
う
。

　

県
次
方
式
は
、
県
と
、
県
と
県
の
間
の
距
離
が
長
い
場
合
に
そ
の
間
に
置
か
れ
た
置
と
を
繋
ぐ
文
書
伝
送
方
式
で
あ
る
。
収
降
―
不

今
ル
ー
ト
沿
い
に
は
張
掖
郡
治
で
あ
る
お
得
県
と
居
延
県
の
二
県
が
存
在
す
る
が
、
お
得
県
か
ら
肩
水
候
官
ま
で
は
六
百
里32

、
卅
井
誠

あ
北
燧
か
ら
居
延
収
降
亭
ま
で
は
九
十
里
程
度33

の
距
離
で
あ
る
。長
安
か
ら
敦
煌
方
面
へ
の
里
程
が
記
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
里
程
簡
で
は
、

県
と
県
の
間
が
百
里
を
超
え
た
場
合
に
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る34

の
で
、
お
得
県
・
居
延
県
間
に
も
置
が
幾
つ
か
設
置
さ
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　

収
降
―
不
今
ル
ー
ト
に
関
連
し
て
言
え
ば
、先
に
触
れ
た
呑
遠
置
の
他
に
橐
佗
置
も
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
簡
か
ら
わ
か
る
。

〼
…
…
主
官
掾
□
付
橐
它
置
佐
登　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  E.P.T
52:362

こ
の
橐
它
（
佗
）
置
と
呑
遠
置
は
同
名
の
橐
佗
燧
・
呑
遠
燧
に
併
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。E.P.T

52:362

は
文
書
伝
送
記
録
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で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、懸
泉
置
周
辺
に
お
け
る
県
次
方
式
と
同
じ
よ
う
に
置
佐
が
文
書
を
伝
送
し
て
い
た35

こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
の
呑
遠
置
に
つ
い
て
は
、
吏
が
文
書
伝
送
に
従
事
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
橐
佗
置
・

呑
遠
置
以
外
の
置
の
吏
が
文
書
伝
送
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
簡
は
あ
る
。

62　
　

禹
今
卒
龐
耐
行
書
、
夜
昏
五
分
、
付
遮
虜
置
吏
辛
戎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 E.P.T
65:315

62
で
は
禹
今
卒
が
遮
虜
置
の
吏
に
文
書
を
渡
し
て
い
る36

。
こ
の
遮
虜
置
は
、
居
延
都
尉
府
か
ら
甲
渠
候
官
へ
到
る
途
中
に
位
置
し
て
い

た
よ
う37

な
の
で
、
収
降
亭
か
ら
居
延
都
尉
府
方
向
に
行
っ
た
辺
り
に
位
置
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
候
粟
君
所
責
寇
恩

事
冊
書38

の
記
載
か
ら
居
延
・
お
得
間
に
は
第
三
置
と
呼
ば
れ
る
置
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
伝
送
文
書
の
発
受
信
者
と
、
ル
ー
ト
上
に
呑
遠
置
・
橐
佗
置
を
含
む
こ
と
か
ら
、

県
次
方
式
の
文
書
伝
送
の
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
県
と
置
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
懸
泉
置
周
辺
の
県
次
方
式
ル
ー
ト
と

違
っ
て
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
に
燧
や
亭
を
含
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
地
域
が
長
城
附
近
の
軍
事
警
戒
地
域
で
迅
速
な
文
書
伝
送
の
必
要

が
あ
っ
た
た
め
に
、
県
と
置
だ
け
で
な
く
散
在
す
る
亭
燧
を
も
文
書
伝
送
の
中
継
点
と
し
て
組
み
入
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
そ
の
他
の
ル
ー
ト

　

先
行
研
究
に
お
け
る
文
書
伝
送
経
路
の
考
察
は
専
ら
文
書
伝
送
記
録
に
見
え
る
亭
燧
名
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
て
き
た
た
め
、
上
述
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の
ル
ー
ト
し
か
想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
居
延
・
肩
水
地
域
に
は
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
以
外
に
も
文
書
伝
送
の
経
路
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、E.P.F22:125

〜151

39

で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
簡
は
、
王
歆
等
と
郭
長
等
が
関
所
に
入
っ
た
こ
と
を
通
知

す
る
た
め
に
卅
井
県
索
関
が
居
延
都
尉
府
に
送
付
し
た
檄
が
王
歆
・
郭
長
ら
本
人
よ
り
も
遅
れ
て
都
尉
府
に
到
着
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

居
延
都
尉
府
が
甲
渠
候
官
管
内
の
檄
伝
達
状
況
を
調
査
す
る
よ
う
に
甲
渠
候
官
に
命
じ
た
命
令
文
書
（E.P.F22:151

）
と
、
そ
れ
を
承
け

て
甲
渠
鄣
候
が
配
下
の
各
部
候
長
に
檄
伝
達
状
況
の
調
査
を
命
じ
、
そ
れ
に
対
す
る
臨
木
候
長
の
報
告
を
踏
ま
え
て
甲
渠
鄣
候
が
都
尉

府
に
調
査
結
果
を
報
告
し
た
文
書
（E.P.F22:126

〜150

。E.P.F22:125

は
そ
の
付
け
札
）
で
あ
る
。
卅
井
県
索
関
は
王
歆
等
と
郭
長
等
の
入

関
を
通
知
す
る
檄
を
そ
れ
ぞ
れ
居
延
都
尉
府
に
送
付
し
て
い
る
。
そ
の
檄
の
伝
送
状
況
に
つ
い
て
臨
木
候
長
が
甲
渠
候
官
に
報
告
し
た

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

王
歆
等
の
入
関
報
告
の
檄
：
界
中
を
過
ぎ
ず
（E.P.F22:135

〜137

）

　

郭
長
等
の
入
関
報
告
の
檄
：
卅
井
誠
あ
北
燧
長
↓
木
中
燧
長
↓
誠
北
燧
長
↓
呑
遠
助
燧
長
と
伝
達
し
、
呑
遠
助
燧
長
が
留
遅
（
63
）

王
歆
等
と
郭
長
等
の
入
関
を
通
知
す
る
檄
は
と
も
に
卅
井
県
索
関
（A21 40
）
か
ら
居
延
都
尉
府
に
送
ら
れ
た
も
の
で
、
郭
長
等
の
入
関

報
告
の
檄
は
臨
木
候
長
の
報
告
に
見
え
る
よ
う
に
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
で
伝
送
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
王
歆
等
の
入
関
報
告
の
檄
は
臨

木
候
長
の
管
轄
範
囲
を
通
過
し
て
い
な
い
の
で
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
の
臨
木
部
管
轄
区
域
（
卅
井
誠
あ
北
燧
〜
誠
北
燧41
）
を
通
過
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
卅
井
県
索
関
か
ら
居
延
都
尉
府
ま
で
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
と
は
別
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
が
あ
っ

た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

居
延
地
域
に
お
い
て
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
以
外
に
文
書
伝
送
ル
ー
ト
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
も
う
一
つ
あ
る
。
収
降
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―
不
今
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
記
録
に
甲
渠
候
官
発
信
ま
た
は
甲
渠
候
官
宛
の
文
書
が
、
38
と
91
の
他
に
は
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
38

に
は
甲
渠
塞
尉
発
信
の
会
水
塞
尉
宛
文
書
が
、
91
に
は
居
延
甲
渠
鄣
候
（
木
簡
に
は
「
居
延
甲
候
」
と
表
記
）
発
信
の
姑
臧
宛
文
書
が
、
そ

れ
ぞ
れ
他
の
文
書
と
一
緒
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
38
は
金
関
（A32

）
の
北
方
に
あ
るA27

出
土
、
91
は
金
関
出
土
な
の
で
、
甲
渠
候
官

発
信
文
書
の
伝
送
記
録
で
あ
る
38
と
91
は
と
も
に
橐
佗
候
官
管
内42

及
び
そ
の
隣
接
地
域
に
お
け
る
文
書
伝
送
の
記
録
と
な
る
。
橐
佗
候

官
の
管
轄
区
域
は
金
関
北
側
の
長
城
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
、
烽
燧
ラ
イ
ン
も
額
済
納
河
に
沿
っ
て
一
列
に
伸
び
て
い
る43

。
こ

の
よ
う
な
烽
燧
の
分
布
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
橐
佗
候
官
管
内
で
の
文
書
伝
達
ル
ー
ト
は
こ
の
額
済
納
河
沿
い
烽
燧
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て

い
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
が
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
甲
渠
鄣
候
発
信
の
姑
臧
宛
文
書
と
甲
渠
塞
尉
発
信
の
会
水
塞
尉

宛
文
書
は
こ
の
収
降
―
不
今
ラ
イ
ン
で
伝
送
さ
れ
た
結
果
、
伝
送
記
録
が
残
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、A22

以
北
は
烽
燧
ラ
イ
ン
がP9

方
向
とA1

方
向
の
二
方
向
に
別
れ
、
そ
の
二
つ
の
烽
燧
ラ
イ
ン
と
故
居
延
沢

に
囲
ま
れ
た
地
域
（
以
下
「
居
延
デ
ル
タ
地
域
」）
に
は
い
く
つ
も
の
烽
燧
や
施
設
が
散
在
し
て
い
る44

。
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
で
は
居
延
デ

ル
タ
地
域
に
散
在
す
る
亭
燧
間
、
例
え
ば
卅
井
候
官
（P9

）
と
殄
北
候
官
（A1

）
の
間
で
文
書
を
伝
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

収
降
―
不
今
ル
ー
ト
以
外
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
が
設
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
甲
渠
候
官
遺
址
（A8

）
出
土
の
検
の
中
に
、

居
延
県
や
居
延
都
尉
府
か
ら
発
信
さ
れ
た
文
書
の
検
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
居
延
県
・
居
延
都
尉
府
と
甲
渠
候
官
を
繋
ぐ
文
書
伝
送

ル
ー
ト
（
以
下
「
甲
渠
ル
ー
ト
」）
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
居
延
デ
ル
タ
地
域
に
は
こ
の
甲
渠
ル
ー
ト
以
外
に
も
各

候
官
や
都
尉
府
を
繋
ぐ
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
次
の
簡
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
あ

る
。

東
書
二
封
、皆
王
臨
所
、詣
官　

其
一
封
破
…
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

E.S.C
:88

（T
130

）
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E.S.C
:88

はA21

とP9

を
結
ぶ
烽
燧
ラ
イ
ン
上
に
位
置
す
るT

130

出
土
な
の
で
、
こ
の
烽
燧
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
卅
井
候
官
（P9

）
に

到
る
文
書
伝
送
ル
ー
ト
（
以
下
「
卅
井
ル
ー
ト
」）
が
存
在
し
、A22

辺
り
で
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
と
接
続
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

収
降
―
不
今
ル
ー
ト
上
で
は
、
甲
渠
候
官
発
着
の
文
書
伝
送
記
録
が
橐
佗
候
官
管
内
に
お
い
て
の
み
見
え
る
の
も
、
橐
佗
候
官
管
内
で

は
こ
の
ル
ー
ト
以
外
に
文
書
伝
送
ル
ー
ト
が
存
在
し
な
い
の
に
対
し
て
、A22

以
北
の
居
延
デ
ル
タ
地
域
で
は
こ
の
ル
ー
ト
以
外
の
文

書
伝
送
経
路
が
存
在
し
、
甲
渠
候
官
発
着
の
文
書
は
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
以
外
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
伝
送
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
居
延
デ
ル
タ
地
域
に
は
甲
渠
ル
ー
ト
や
卅
井
ル
ー
ト
な
ど
幾
つ
か
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
方
式
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
旧
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
代
に
は
郵
行
方
式
、
県
次

方
式
、
亭
行
方
式
、
燧
次
方
式
の
四
つ
の
文
書
伝
送
方
式
が
存
在
し
て
お
り
、
懸
泉
置
周
辺
で
は
燧
次
方
式
以
外
の
三
方
式
の
存
在
が

確
認
で
き
た
。
居
延
・
肩
水
地
域
で
は
、
駅
馬
行
ル
ー
ト
が
郵
行
方
式
、
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
が
県
次
方
式
に
よ
る
文
書
伝
送
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
居
延
デ
ル
タ
地
域
内
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
は
亭
行
方
式
か
燧
次
方
式
の
ど
ち
ら
か
に
当
た
る
だ
ろ
う
が
、
ど
ち

ら
の
方
式
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

燧
次
方
式
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、文
書
送
付
の
際
に
宛
名
を
書
い
た
検
な
ど
に
記
さ
れ
る「
燧
次
行
」の
例
の
少
な
さ
で
あ
る
。

「
以
郵
行
」
な
ど
の
伝
送
方
法
の
記
載
が
あ
る
検
を
筆
者
が
数
え
た
所
、「
以
郵
行
」
は
二
三
例
、「
以
亭
行
」
は
三
五
例
が
確
認
で
き

た
の
に
対
し
て
、「
燧
次
行
」
は
わ
ず
か
に
六
例
の
み45

で
そ
の
少
な
さ
が
際
立
つ
。
次
の
簡
は
検
で
は
な
く
檄
の
上
端
部
分
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
「
燧
次
走
行
」
と
見
え
る
。

万
歳
東
西
部
、
呑
胡
東
部
候
長
、
燧
次
走
行　

け　

〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

      T.X
X

V
III.38/D

2221

46
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「
燧
次
行
」
は
「
燧
の
順
に
伝
達
し
て
行
け
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
簡
の
宛
先
部
分
は
「
万
歳
候
官
の
東
西
部
お
よ
び
呑
胡
候

官
の
東
部
の
各
候
長
の
元
ま
で
燧
を
順
番
に
伝
達
し
て
ゆ
け
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
万
歳
候
官
東
西
部
お
よ
び
呑
胡
候

官
東
部
の
各
燧
を
順
に
リ
レ
ー
し
な
が
ら
万
歳
候
官
東
西
部
お
よ
び
呑
胡
候
官
東
部
の
各
候
長
ま
で
こ
の
檄
は
伝
送
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
次
の
檄
は
「
燧
次
行
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
広
田
以
次
伝
行
至
望
遠
止
」
と
い
う
宛
名
書
き
か
ら
、
広
田
燧
か
ら
望

遠
燧
ま
で
順
番
に
リ
レ
ー
し
て
伝
送
し
て
ゆ
く
形
で
、「
燧
次
行
」
と
同
じ
伝
送
状
況
と
思
わ
れ
る
。

広
田
、
以
次
伝
行
、
至
望
遠
、
止　

け
（
上
部
）

十
二
月
辛
未
、
甲
渠
候
長
安
候
史
佪
人
敢
言
之
、
蚤
食
時
、
臨
木
燧
卒
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
挙
蓬
燔
一
積
薪
、

＝
虜
即
西
北
去
、
毋
有
亡
失
、
敢
言
之　

／
十
二
月
辛
未
、
將
兵
護
民
田
官
居
延
都
尉
謂
、
城
倉
長
禹
兼
行
〔
丞
事
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
部
第
一
面
）

写
移
、
疑
虜
有
大
衆
、
不
去
欲
並
入
為
寇
、
檄
到
循
行
部
界
中
、
厳
教
吏
卒
、
驚
烽
火
、
明
天
田
、
謹
迹
候
々
望
、
禁
止
往

＝
来
行
者
、
定
蓬
火
、
輩
送
便
兵
戦
鬪
具
、
毋
為
虜
所
萃
槧
、
已
先
聞
知
、
失
亡
重
事
、
毋
忽
、
如
律
令
／
十
二
月
壬
申
、

＝
殄
北
甲〔
渠
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
部
第
二
面
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

278

・7A

（A10

）

278

・7A

は
、
臨
木
燧
卒
が
匈
奴
を
発
見
し
た
の
で
警
戒
す
る
よ
う
に
と
の
警
戒
命
令
で
あ
る
。
警
戒
命
令
は
そ
の
地
域
の
全
て
の
亭

燧
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
燧
を
順
番
に
リ
レ
ー
し
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

上
掲
の
例
か
ら
考
え
れ
ば
、「
燧
次
行
」
と
書
か
れ
る
燧
次
方
式
は
、
何
ら
か
の
情
報
を
そ
の
地
域
に
存
在
す
る
亭
燧
全
て
に
も
れ
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な
く
伝
達
す
る
た
め
の
伝
送
方
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う47

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
居
延
都
尉
府
や
居
延
県
と
甲
渠
候
官
の
間
で

遣
り
取
り
さ
れ
る
文
書
を
伝
送
す
る
た
め
の
甲
渠
ル
ー
ト
な
ど
は
燧
次
方
式
に
よ
る
文
書
伝
送
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
従
っ
て
、

居
延
デ
ル
タ
地
域
内
の
文
書
伝
送
は
亭
次
方
式
だ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
甲
渠
ル
ー
ト
や
卅
井
ル
ー
ト
と
い
っ
た
居
延
デ
ル
タ
地

域
に
お
け
る
亭
次
方
式
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
は
、
居
延
・
肩
水
地
域
に
四
五
ヶ
所
以
上48

散
在
す
る
亭
の
内
の
幾
つ
か
を
繋
い
で
設
定
さ

れ
た
ル
ー
ト
だ
っ
た
の
だ
ろ
う49

。
な
お
、
県
次
方
式
の
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
に
も
居
延
収
降
亭
、
破
胡
亭
、
肩
水
騂
北
亭
と
い
っ
た
亭

が
含
ま
れ
て
い
る
。
懸
泉
置
周
辺
に
お
け
る
文
書
伝
送
で
は
、
置
・
騎
置
・
亭
が
併
置
さ
れ
て
い
た
遮
要
な
ど
が
三
つ
の
文
書
伝
送
方

式
の
結
節
点
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
居
延
・
肩
水
地
域
に
お
い
て
も
同
様
に
こ
れ
ら
の
亭
が
県
次
方
式
と
亭
行
方
式
の
結
節
点
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
の
考
察
の
結
果
、
居
延
・
肩
水
地
域
に
は
、
①
居
延
都
尉
府
と
張
掖
太
守
府
の
間
を
亭
燧
や
置
に
よ
っ
て
結
ぶ
収
降
―
不
今

ル
ー
ト
、
②
止
害
駅
・
万
年
駅
・
武
彊
駅
・
誠
北
駅
・
橐
佗
駮
南
駅
な
ど
を
駅
馬
に
よ
っ
て
繋
ぐ
駅
馬
行
ル
ー
ト
、
③
居
延
デ
ル
タ
地

域
内
に
あ
る
都
尉
府
・
候
官
・
県
な
ど
を
相
互
に
亭
に
よ
っ
て
結
ぶ
ル
ー
ト
の
三
種
類
の
文
書
伝
送
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
伝
送
方
式
は
、
①
が
県
次
方
式
、
②
が
郵
行
方
式
、
③
が
亭
行
方
式
に
当
た
る
。
①
に
は
収
降
亭
や
騂
北
亭
な

ど
の
亭
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
亭
が
①
と
③
の
ル
ー
ト
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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甲
渠
候
官
宛
の
検
に
は
、
亭
行
方
式
に
よ
る
文
書
伝
送
を
指
示
す
る
「
以
亭
行
」
と
記
さ
れ
た
検
が
あ
る
。

居
延
丞
印

甲
渠
候
官
以
亭
行

三
月
癸
丑
□
□
卒
□
□
以
来　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   279

・11

（A8

）

こ
こ
に
は
「
居
延
丞
印
」
と
い
う
印
文
記
載
と
、「
以
亭
行
」
と
い
う
伝
送
方
式
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
こ
の
検
の
つ
い
た
文
書
は
、

亭
行
方
式
の
甲
渠
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
居
延
県
か
ら
甲
渠
候
官
ま
で
伝
送
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
郵
行
方
式
で
の

文
書
伝
送
を
指
示
す
る
「
以
郵
行
」
を
含
む
例
も
見
ら
れ
る
。

　
　

居
延
丞
印

甲
溝
候
官
以
郵
行

　
　

十
二
月
辛
□
門
卒
同
以
来　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   E.P.T
14:1

こ
れ
も
居
延
県
丞
か
ら
甲
渠
候
官
に
送
ら
れ
て
き
た
文
書
に
付
せ
ら
れ
た
検
で
あ
る
。
居
延
県
と
甲
渠
候
官
の
間
に
は
亭
行
方
式
の
甲

渠
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
以
郵
行
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
居
延
県
を
発
つ
時
に
は
郵
行
方

式
で
あ
る
駅
馬
行
ル
ー
ト
で
伝
送
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
駅
馬
行
ル
ー
ト
は
甲
渠
候
官
ま
で
は
続
い
て
い
な
い
の
で
、
途
中

何
処
か
の
結
節
点
で
甲
渠
ル
ー
ト
に
乗
り
換
え
て
甲
渠
候
官
ま
で
送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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甲
渠
候
官
や
肩
水
候
官
・
肩
水
金
関
宛
の
検
に
文
書
伝
送
方
式
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
基
本
的
に
そ
の
伝
送
方
式
に
よ
っ
て

送
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
検
討
し
た
各
伝
送
方
式
の
ル
ー
ト
分
布
を
考
え
れ
ば
、
検
に
記
さ
れ
た
伝
送
方
式
だ
け
で
宛
先
ま
で
伝
送
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
故
、
検
に
伝
送
方
式
が
指
示
し
て
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
伝
送
方
式
だ
け
で
宛
先
ま
で

送
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
文
書
伝
送
方
式
の
ル
ー
ト
分
布
状
況
に
応
じ
て
、
異
な
る
伝
送
方
式
の
ル
ー
ト
を
繋
ぎ
な
が
ら
宛
先
ま

で
届
け
ら
れ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
検
に
つ
い
て
は
解
決
す
べ
き
問
題
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
上
掲
の
例
の
よ
う
に
伝
送
方
式
が
検
に
記
さ
れ

て
い
る
例
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
っ
て
、
殆
ど
の
検
は
宛
名
だ
け
で
伝
送
方
式
の
記
載
は
な
い
の
で
あ
る
。
伝
送
方
式
の
記
載
の
な
い
文

書
は
ど
の
よ
う
に
し
て
宛
先
ま
で
伝
送
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
①　

本
稿
で
は
居
延
・
肩
水
地
域
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
が
、
居
延
地
域
は
漢
代
に
お
け
る
居
延
都
尉
府
の
管
轄
区
域
を
、
肩
水
地
域
は
肩
水
都
尉
府
の

管
轄
区
域
を
概
ね
指
し
て
い
る
。

②　

陳
夢
家
「
漢
簡
考
述
」（
初
出
一
九
六
三　
『
漢
簡
綴
述
』
中
華
書
局　

一
九
八
〇　

所
収
）、
永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
第
五
章
「
陳
夢
家
氏

の
破
城
子
を
居
延
都
尉
府
と
す
る
説
の
批
判
」（
同
朋
舎　

一
九
八
九
）、
李
振
宏
「
居
延
地
区
郵
駅
方
位
考
」（
初
出
一
九
九
三　
『
居
延
漢
簡
与
漢
代

社
会
』
中
華
書
局　

二
〇
〇
三　

所
収
）、
李
均
明
「
漢
簡
所
見
”行
書
“文
書
述
略
」（
初
出
一
九
八
九　
『
初
学
録
』
蘭
台
出
版
社　

一
九
九
九　

お
よ

び
『
簡
牘
法
制
論
稿
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社　

二
〇
一
一　

所
収
）、
冨
谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国　

木
簡
・
竹
簡
の
時
代
』（
名
古
屋
大
学
出
版

会　

二
〇
一
〇
）
な
ど
。
な
お
、
冨
谷
著
書
は
既
存
の
説
を
大
ま
か
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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③　

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
文
書
伝
送
ル
ー
ト
を
図
示
す
る
場
合
は
、
上
を
北
と
し
て
記
す
。

④　

漢
簡
中
で
は
「
城
」
と
「
誠
」
が
通
用
ま
た
は
混
用
さ
れ
て
お
り
、「
誠
北
」
は
「
城
北
」、「
誠
あ
北
」
は
「
城
あ
北
」
と
も
記
さ
れ
る
。
本
文
中
で
は
「
誠
」

を
用
い
る
。

⑤　

こ
の
「
14
」
は
後
掲
の
【
表
】
お
よ
び
論
文
末
尾
の
【
別
表
】
の
整
理
番
号
で
あ
る
。
以
下
、本
稿
中
で
用
い
る
二
桁
の
半
角
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
全
て
【
表
】

【
別
表
】
の
整
理
番
号
で
あ
る
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥　

文
書
伝
送
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
永
田
英
正
前
掲
書
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
参
照
。

⑦　

後
掲Ⅱ

D
X

T
0114

②
:294

参
照
。

⑧　

懸
泉
置
周
辺
の
文
書
伝
送
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
漢
時
代
の
文
書
伝
送
方
式̶

̶

以
郵
行
・
以
県
次
伝
・
以
亭
行̶

̶

」（『
立
命
館
文
学
』
六
一
九

　

二
〇
一
〇
）
参
照
。
以
下
、
本
稿
で
懸
泉
置
周
辺
の
文
書
伝
送
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
は
こ
の
拙
稿
に
拠
る
。
ま
た
、「
旧
稿
」
と
い
う
場
合
は
こ

の
拙
稿
を
指
す
。

⑨　

今
回
考
察
対
象
と
し
た
漢
簡
の
図
版
と
釈
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

労
榦
『
居
延
漢
簡　

図
版
之
部
』（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所　

一
九
五
七
）

　
　

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
居
延
漢
簡　

甲
乙
編
』（
中
華
書
局　

一
九
八
〇
）

　
　

謝
桂
華
他
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』（
文
物
出
版
社　

一
九
八
七
）

　
　

甘
肅
省
文
物
考
古
研
究
所
編
『
居
延
新
簡
釈
粋
』（
蘭
州
大
学
出
版
社　

一
九
八
八
）

　
　

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
等
編
『
居
延
新
簡　

甲
渠
候
官
』（
中
華
書
局　

一
九
九
四
）

　
　

魏
堅
主
編
『
額
済
納
漢
簡
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社　

二
〇
〇
五
）

　
　

甘
粛
簡
牘
保
護
研
究
中
心
等
編
『
肩
水
金
関
漢
簡
（
壹
）』（
中
西
書
局　

二
〇
一
一
）
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甘
粛
簡
牘
保
護
研
究
中
心
等
編
『
肩
水
金
関
漢
簡
（
貳
）』（
中
西
書
局　

二
〇
一
二
）

⑩　

文
書
伝
送
状
況
の
記
録
は
、永
田
英
正
前
掲
書
で
は「
郵
書
逓
送
の
記
録
簿
」、李
均
明
・
劉
軍『
簡
牘
文
書
学
』（
広
西
教
育
出
版
社　

一
九
九
九
）で
は「
郵

書
刺
（
過
書
刺
）」「
郵
書
課
」、
李
均
明
『
秦
漢
簡
牘
文
書
分
類
輯
解
』（
文
物
出
版
社　

二
〇
〇
九
）
で
は
「
郵
書
刺
」「
郵
書
課
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

集
成
さ
れ
て
い
る
。

⑪　

ル
ー
ト
Ｂ
に
当
た
る
29
・
30
・
31
・
33
は
【
表
】
で
は
い
ず
れ
も
「
沙
頭̶

□̶

不
今
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
□
は
騂
馬
で
あ
る
。
例
え
ば
、
30
の
文
書

伝
送
状
況
の
記
載
「
十
二
月
乙
卯
日
入
時
、
卒
憲
受
不
今
卒
恭
、
夜
昏
時
、
沙
頭
卒
忠
付
騂
北
卒
護
」
と
、
35
の
そ
れ
「
二
月
甲
戌
夜
食
、
騂
馬
卒
良
受

沙
頭
卒
同
、
夜
過
半
時
良
付
不
今
卒
豊
」
の
対
比
か
ら
、
30
の
「
卒
憲
」
が
騂
馬
卒
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無
い
。
35
と
同
じ
く
沙
頭
と
不
今
の
間
で
文
書

を
伝
送
し
て
い
る
27
・
28
も
同
様
に
「
沙
頭̶

騂
馬̶

不
今
」
と
い
う
伝
送
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

⑫　

□
は
騂
馬
の
可
能
性
も
あ
る
。

⑬　

□
は
騂
馬
の
可
能
性
も
あ
る
。

⑭　
『
漢
書
』
巻
二
八
下　

地
理
志
下
「
張
掖
郡
、
故
匈
奴
昆
邪
王
地
、
武
帝
太
初
元
年
開
。
莽
曰
設
屏
。
戸
二
万
四
千
三
百
五
十
二
、
口
八
万
八
千
七
百

三
十
一
。
県
十
、
お
得
。」

⑮　

馬　

馬
一
匹
高
六
尺

居
延
都
尉
府
以
郵
行

橐
佗
燧
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

81

・8B

（A22

）

た
だ
し
、
こ
の
簡
は
習
書
の
よ
う
で
あ
る
。

⑯　

中
国
文
物
研
究
所
胡
平
生
他
編
撰
『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釈
粋
』（
上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
〇
一
）
の
一
一
一
簡
。
以
下
、
懸
泉
置
漢
簡
に
つ
い
て
は
釈

文
の
出
典
を
付
記
す
る
。
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⑰　

次
の
二
簡
は
と
も
に
懸
泉
置
で
の
文
書
授
受
記
録
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
授
受
し
て
い
る
東
向
き
文
書
の
宛
先
に
広
至
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広

至
が
懸
泉
置
の
東
方
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

出
東
板
檄
四
皆
大
守
章
、
一
詣
督
郵
、
一
詣
広
至
、
一
詣
冥
安
、
一
詣
淵
泉
、
建
平
五
年
□
□
辛
未
、
日
下
夕
時
、
県
泉
御
廏
放
付
魚
離
卒
憙　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ⅱ

D
X

T
0114

④
:021

（
郝
樹
声
・
張
徳
芳
『
懸
泉
漢
簡
研
究
』
甘
粛
人
民
出
版
社　

二
〇
〇
八　

八
二
頁
）

入
東
記
一
敦
煌
長
史
詣
広
至
守
長
博
、
便
□
徙
民
李
□
思
、
元
始
五
年
四
月
丁
酉
、
日
蚤
桑
楡
時
、
県
泉
佐
賞
受
遮
要
奴
李
通
、
即
時
遣
狗
奴
行　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
D

X
T

0214
①

:027

（
前
掲
『
懸
泉
漢
簡
研
究
』
八
四
頁
）

⑱　

吉
村
昌
之
「
居
延
甲
渠
塞
に
お
け
る
部
隧
の
配
置
に
つ
い
て
」（『
古
代
文
化
』
五
〇
―
七　

一
九
九
八
）
一
二
、一
三
頁
。

⑲　

次
の
熢
火
品
約
で
「
三
十
井
誠
あ
北
燧
・
縣
索
關
以
内
」
と
「
誠
あ
燧
以
南
」
に
分
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
の
二
燧
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

●
匈
奴
人
入
三
十
井
誠
あ
北
燧
・
縣
索
關
以
内
、
擧
い
燔
薪
如
故
、
三
十
井
縣
索
關
・
誠
あ
燧
以
南
、
擧
い
如
故
、
毋
燔
薪　
　
　
　
　

E.P.F16:7　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳　

吉
村
昌
之
前
掲
論
文
一
三
頁
。

㉑　

図
版
で
は
「
殄
」
か
「
誠
」「
城
」
か
明
確
に
は
判
断
で
き
な
い
。

㉒　

吉
村
昌
之
前
掲
論
文
九
頁
。

㉓　
「
行
在
所
」
は
皇
帝
の
居
所
を
指
し
、
公
車
司
馬
は
皇
帝
へ
の
上
書
を
掌
る
官
署
で
あ
る
。

『
史
記
』巻
一
一
一　

衛
将
軍
驃
騎
列
伝　

集
解「
蔡
邕
曰
、天
子
自
謂
所
居
曰
行
在
所
。」、『
漢
書
』巻
一
七
上　

百
官
公
卿
表
上　

顔
師
古
注「
漢
官
儀
云
、

公
車
司
馬
掌
殿
司
馬
門
、
夜
徼
宮
中
、
天
下
上
事
及
闕
下
凡
所
徵
召
皆
総
領
之
。
令
秩
六
百
石
」

㉔　

次
の
二
簡
の
記
載
に
拠
れ
ば
、
不
侵
候
長
と
誠
北
候
長
が
駅
馬
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
誠
北
候
長
は
誠
北
燧
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
問
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題
な
い
が
、
不
侵
候
長
が
い
た
と
思
わ
れ
る
不
侵
燧
に
駅
馬
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
他
に
確
認
で
き
な
い
。
恐
ら
く
、
駅
馬
は
止
害
燧
に
配
備
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
止
害
燧
は
不
侵
部
所
属
の
燧
で
あ
る
た
め
に
不
侵
候
長
に
駅
馬
の
管
理
責
任
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
載
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
不

侵
燧
に
駅
馬
が
配
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

●
不
侵
部
建
武
六
年
四
月
駅
馬
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    E.P.F22:640

〼
け
府
告
居
延
甲
渠
鄣
候
、
言
主
駅
馬
不
侵
候
長
業
・
城
北
候
長
宏
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

E.P.F22:477A

㉕　

亭
燧
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
吉
村
昌
之
前
掲
論
文
一
一
〜
一
三
頁
参
照
。

㉖　

次
掲
の5

・18

＋255
・22
か
ら
万
世
燧
が
左
前
部
所
属
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
左
前
候
長
の
上
申
文
書
で
あ
る10

・34A

が
肩
水
候
官
遺
址
（A33

）

か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
左
前
部
が
肩
水
候
官
所
属
で
あ
る
と
わ
か
る
。

元
康
二
年
二
月
庚
子
朔
乙
丑
、
左
前
万
世
燧
長

破
胡
敢
言
之
候
官
、
即
日
疾
心
腹
、
四
節
不
挙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5

・18

＋255

・22

（A33

）

元
康
四
年
六
月
丁
巳
朔
庚
申
、
左
前
候
長
禹
敢
言
之
、
謹
移
戍
卒
貰
賣
衣
財

物
爰
書
名
籍
一
編
、
敢
言
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10

・34A

（A33

）

㉗　

エ
チ
ナ
漢
簡
講
読
会
「
エ
チ
ナ
漢
簡
選
釈
」（『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
一
〇　

二
〇
〇
六
）
一
四
八
頁
。

㉘　

第
九
燧
は
第
四
部
所
属
、
第
十
燧
は
第
十
部
所
属
で
あ
る
（
吉
村
昌
之
前
掲
論
文
八
頁
）。

㉙　

甲
渠
候
官
宛
の
検
に
文
書
配
達
者
と
し
て
第
十
燧
の
吏
卒
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。

　

居
延
塞
尉

甲
渠
候
官

　

七
月
甲
戌
第
十
卒
善
以
来　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

259

・4

（A8

）
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㉚　

居
延
・
肩
水
地
域
出
土
の
文
書
伝
送
記
録
で
郵
に
よ
る
文
書
伝
送
を
示
す
例
は
実
は
二
つ
存
在
す
る
。
08
と
47
で
あ
る
。
08
は
伝
送
文
書
の
宛
先
を
記

し
た
部
分
に
「
一
詣
張
掖
府
郵
行
」
と
あ
る
。
労
榦
の
釈
読
以
来
、
一
貫
し
て
最
後
の
二
文
字
は
「
郵
行
」
と
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
釈
読
に
は
従

え
な
い
。
佐
野
光
一
編
『
木
簡
字
典
』（
雄
山
閣
出
版
社　

一
九
八
五
）
お
よ
び
陸
錫
興
編
著
『
漢
代
簡
牘
草
字
編
』（
上
海
書
画
出
版
社　

一
九
八
九
）

は
と
も
に
労
榦
の
釈
読
に
従
っ
て
、
08
（130

・8

）
の
こ
の
字
を
「
郵
」
字
と
し
て
取
る
が
、
そ
こ
に
並
ん
で
い
る
他
の
「
郵
」
字
と
比
較
す
れ
ば
別

字
で
あ
る
こ
と
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
文
字
の
形
状
は
、551

・1

、264

・30A

、276

・16

（
二
例
）
の
「
亭
」
字
に
非
常
に
似
て
い
る
。
両
書
で
は

551

・1

な
ど
の
四
文
字
は
「
亭
」
字
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
で
は
い
ず
れ
も
「
事
」
に
釈
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、『
木

簡
字
典
』『
漢
代
簡
牘
草
字
編
』の「
事
」字
の
所
に
挙
げ
ら
れ
た
草
書
体
の
文
字
に
は
非
常
に
似
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
08
の
当
該
文
字
が「
亭
」か「
事
」

か
の
判
断
は
つ
き
か
ね
る
が
、「
郵
」
字
で
な
い
こ
と
だ
け
は
疑
い
無
い
。

　

も
う
一
つ
の
47
で
は
、
文
書
授
受
者
と
し
て
「
不
侵
郵
卒
」「
呑
遠
郵
卒
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
ち
ら
は
釈
読
に
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
、
47
は
収

降
―
不
今
ル
ー
ト
上
の
収
降
亭
か
ら
呑
遠
燧
ま
で
の
文
書
伝
送
記
録
で
、
同
じ
区
間
の
伝
送
記
録
は
47
の
他
に
も
四
例
（
04
、
05
、
49
、
56
。
た
だ
し
、
49

は
呑
遠
の
代
わ
り
に
執
胡
、
56
は
万
年
）
確
認
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
不
侵
―
呑
遠
の
文
書
伝
送
記
録
は
二
例
（
23
、
48
）、
さ
ら
に
、
不
侵
―
呑
遠
以
外

で
不
侵
ま
た
は
呑
遠
が
見
え
る
文
書
伝
送
記
録
は
四
例
（
59
、
55
、
63
、
02
）
あ
る
が
、
不
侵
と
呑
遠
に
郵
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
載
は
47
の

他
に
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
47
の
不
侵
郵
卒
と
呑
遠
郵
卒
の
記
載
は
、
こ
の
簡
が
郵
書
逓
送
の
記
録
で
あ
る
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
て
書
き
誤
っ
た

も
の
と
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
。

㉛　

旧
稿
で
は
、
懸
泉
置
周
辺
の
文
書
伝
送
で
は
軍
書
が
郵
行
方
式
と
県
次
方
式
の
両
方
で
伝
送
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
た
（
六
六
頁
）
が
、
県
次
方
式
で
伝

送
さ
れ
て
い
た
の
は
「
緑
緯
書
」
で
、
そ
の
「
緑
緯
書
」
は
軍
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
書
伝
送
記
録
に
「
軍
書
」
と
明
記

さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
例
外
な
く
郵
行
方
式
で
伝
送
さ
れ
て
い
た
。

32　

次
の
簡
の
「
家
」
は
お
得
県
に
あ
り
「
官
」
は
肩
水
候
官
で
、
そ
の
間
の
距
離
が
六
百
里
で
あ
る
。
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肩
水
候
官
並
山
燧
長
、
公
乘
、
司
馬
成
、
中
労
二
歳
八
月
十
四
日
、
能
書
会
計
、
治
官
民
、
頗
知
律
令
、
武
、
年
卅
二
歳
、
長
七
尺
五
寸
、
お
得
成
漢
里
、

＝
家
去
官
六
百
里　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

13

・7

（A33

）

33　
10
、
51
、
57
で
は
八
〇
里
、
12
と
53
で
は
九
五
里
、
64
と
66
で
は
九
八
里
と
あ
る
。

34　
長
安
至
茂
陵
七
十
里　
　
　

月
氏
至
烏
氏
五
十
里　
　
　

媼
囲
至
居
延
置
九
十
里　
　

刪
丹
至
日
勒
八
十
七
里

　

茂
陵
至
茯
置
卅
五
里　
　
　

烏
氏
至
涇
陽
五
十
里　
　
　

居
延
置
至
鈞
里
九
十
里　
　

日
勒
至
鈞
著
置
五
十
里

　

茯
置
至
好
止
七
十
五
里　
　

涇
陽
至
平
林
置
六
十
里　
　

お
里
至
う
次
九
十
里　
　
　

鈞
著
置
至
屋
蘭
五
十
里

　

好
止
至
義
置
七
十
五
里　
　

平
林
置
至
高
平
八
十
里　
　

う
次
至
小
張
掖
六
十
里　
　

屋
蘭
至
え
池
五
十
里　
　
　
　
　
　
　
　
　

  E.P.T
59:582

　

倉
松
去
鸞
鳥
六
十
五
里　
　
　

え
池
去
お
得
五
十
四
里　
　
　
　

玉
門
去
沙
頭
九
十
九
里

　

鸞
鳥
去
小
張
掖
六
十
里　
　
　

お
得
去
昭
武
六
十
二
里
府
下　
　

沙
頭
去
乾
斉
八
十
五
里　
　

〼

　

小
張
掖
去
姑
臧
六
十
七
里　
　

昭
武
去
祁
連
置
六
十
一
里　
　
　

乾
斉
去
淵
泉
置
五
十
八
里

　

姑
臧
去
顕
美
七
十
五
里　
　
　

祁
連
置
去
表
是
七
十
里　
　
　
　

●
右
酒
泉
郡
県
置
十
一
●
六
百
九
十
四
里　
　

〼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

IID
X

T
0214

①
:130A

（
前
掲
『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釈
粋
』
六
〇
簡
）

こ
の
二
簡
の
記
載
で
、
間
に
置
が
置
か
れ
た
二
県
間
の
距
離
が
最
も
短
い
の
は
日
勒
・
屋
蘭
間
の
百
里
で
あ
る
。

35　

入
西
板
檄
二
、
冥
安
丞
印
、
一
詣
楽
掾
治
所
、
一
詣
府
、
元
始
四
年
四
月
戊
午
、
県
泉
置
佐
憲
受
魚
離
置
佐
陋
卿
、
即
時
遣
即
行　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ
D

X
T

0214
①

:125

（
前
掲
『
敦
煌
懸
泉
漢
簡
釈
粋
』
一
一
二
簡
）

36　
62
に
見
え
る
「
行
書
」
の
語
は
「
文
書
を
伝
送
す
る
」
の
意
味
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
こ
れ
が
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
の
よ
う
な
長
距
離
の
文
書
伝
送
で
は

な
い
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
同
じ
く
「
行
書
」
と
記
さ
れ
る
次
簡
は
「
当
曲
燧
以
南
尽
臨
木
」
と
あ
っ
て
明
ら
か
に
収
降
―
不
今
ル

ー
ト
で
の
文
書
伝
送
で
あ
る
の
で
、62
も
収
降
―
不
今
ル
ー
ト
の
よ
う
な
文
書
伝
送
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
当
曲
か
ら
臨
木
ま
で
の
間
に
は
不
侵
・
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呑
遠
・
誠
北
・
臨
木
の
四
部
で
計
二
八
燧
が
あ
る
（
吉
村
昌
之
前
掲
論
文
）
の
で
、 

こ
の
簡
の
「
右
部
燧
十
八
所
」
は
「
右
部
燧
二
十
八
所
」
の
誤
記
ま

た
は
誤
釈
の
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
図
版
で
は
文
字
は
確
認
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
月
…
…
当
曲
燧
以
南
尽
臨
木
、
道
上
行
書
不
省

〼
十
六
燧
卒
二
百
□
□　

●
右
部
燧
十
八
所
、
卒
六
十
三
人
不
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

列
燧
□
□
及
承
燧
五
十
八
所
、
所
三
人
、
今
省
所
一
人
、
為
五
十
八
人
、
斉
衣
裝
作
、
旦
詣
殄
北
発
鄣
、
除
僵
落
沙
、
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝
八
月
旦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

99ES17SH
1:7

37　

 

建
武
桼
年
六
月
庚
午
、
領
甲
渠
候
職
門
下
督
盗
賊　

敢
言
之
、
新
除
第
廿
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

        　
　
　
　
　
　
　

   E.P.F22:169

　

燧
長
常
業
、
代
休
燧
長
薛
隆
、
丁
卯
餔
時
到
、
官
不
持
府
符
、
●
謹
験
問
隆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:170

　

辞
、
今
月
四
日
食
時
、
受
府
符
、
詣
候
官
、
行
到
遮
虜
、
河
水
盛
、
浴
渡
、
失
亡
符
水
中
、
案
隆
丙
寅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:171

　

受
符
、
丁
卯
到
官
、
敢
言
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:172

38　

E.P.F22:1

〜36

。
第
三
置
は
次
の
簡
な
ど
に
見
え
る
。

　

直
三
千
、
大
笥
一
合
直
千
一
石
、
去
盧
一
直
六
百
、
き
索
二
枚
直
千
、
皆
在
業
車
上
、
与
業
倶
来
還
到
北
部
、
為
業
買
肉
十
斤

　

直
穀
一
石
、
到
第
三
置
、
為
業
く
大
麦
二
石
、
凡
為
穀
三
石
、
錢
万
五
千
六
百
、
皆
在
業
所
、
恩
与
業
倶
来
到
居
延
、
后
恩　
　
　
　

  E.P.F22:25

39　

甲
渠
言
、
卅
井
関
守
丞
匡
檄
言
、
都
田
嗇
夫
丁
宮
□

　

等
入
関
、
檄
留
遅
、
謹
推
辟
如
牒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:125

　

建
武
四
年
十
一
月
戊
寅
朔
乙
已
、
甲
渠
鄣
守
候
博
叩
頭
死
罪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:126A

　

敢
言
之
、
府
記
曰
、
卅
井
関
守
丞
匡
檄
言
、
居
延
都
田
嗇
夫
丁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:127

　

宮
・
祿
福
男
子
王
歆
・
郭
良
等
入
関
、
檄
留
遅
、
後
宮
等
到
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

E.P.F22:128
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記
到
、
各
推
辟
界
中
、
定
吏
主
当
坐
者
名
、
会
月
晦
、
●
謹
推
辟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:129

　

界
中
、
験
問
候
長
上
官
武
・
燧
長
董
習
等
、
辞
、
相
付
受
〼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:130
　

及
不
過
界
中
、
如
牒
、
謹
已
劾
、
△
領
職
教
敕
吏
毋
狀
、
叩
頭
死
罪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:131
　

死
罪
、
敢
言
之　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:132

　

卅
井
関
守
丞
匡
檄
一
封
、
詣
府
、
十
一
月
壬
辰
言
、
居
延
都
田
嗇
夫
丁
宮
・
祿
福
男
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:133

　

王
歆
等
入
関
、
檄
甲
午
日
入
到
府
、
留
遅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:134

　

●
謹
推
辟
験
問
臨
木
候
長
上
官
武
、
燧
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:135

　

陳
陽
等
、
辞
、
不
受
卅
井
関
守
丞
匡
言
、
宮　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:136

　

男
子
王
散
等
入
関
檄
、
不
過
界
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:137

　

卅
井
関
守
丞
匡
檄
一
封
、
詣
府
、
十
一
月
乙
未
言
、
男
子
郭
長
入
関
、
檄
丁
酉
食　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:138

　

時
到
府
、
留
遅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E.P.F22:139

　
（E.P.F22:140

〜150

は
【
別
表
】
63
参
照
）

　

甲
渠
鄣
候
以
郵
行　

け　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   E.P.F22:151

上
段

　

府
告
居
延
甲
渠
鄣
候
、
卅
井
関
守
丞
匡
十
一
月
壬
辰
檄
言
、
居
延
都
田
嗇
夫
宮
、
祿
福
男
子
王
歆
等
入
関
、
檄
甲
午
日
入
到
府
匡
乙
未
復
檄
言
、　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    E.P.F22:151

下
段
Ａ
面

　

男
子
郭
長
入
関
、
檄
丁
酉
食
時
到
府
、
皆
後
宮
等
到
留
遅
、
記
到
、
各
推
辟
界
中
、
定
吏
主
当
坐
者
名
、
会
月
晦
、
有　

   E.P.F22:151

下
段
Ｂ
面

　

教　
　

建
武
四
年
十
一
月
戊
戌
起
府　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   E.P.F22:151

下
段
Ｃ
面

　

十
一
月
辛
丑
、
甲
渠
守
候　

告
尉
、
謂
不
侵
候
長
憲
等
、
写
移
、
檄
到
、
各
推
辟
界
中
、
相
付
受
日
時
具
状
、
会
月
廿
六
日
、
如
府
記
律
令　
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E.P.F22:151

下
段
Ｄ
面

40　

冨
谷
至
前
掲
書
三
一
二
頁
。

41　

臨
木
部
管
内
で
の
文
書
伝
送
記
録
で
あ
る
15
と
25
に
よ
れ
ば
、
臨
木
部
の
管
轄
区
域
は
、
卅
井
誠
あ
北
燧
か
ら
受
け
て
誠
北
燧
に
渡
す
ま
で
の
間
と
な

る
。

42　

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所　

呉
礽
驤
『
河
西
漢
塞
調
査
与
研
究
』（
文
物
出
版
社　

二
〇
〇
五
）
は
、T

154

か
らT

168

（
橐
他
莫
当
燧
）
ま
で
を
橐

他
塞
と
す
る
（
一
五
八
頁
）。

43　

こ
の
地
域
の
烽
燧
と
長
城
線
の
分
布
に
つ
い
て
は
前
掲
『
河
西
漢
塞
調
査
与
研
究
』
附
図
２
を
参
照
。

44　

前
掲
『
河
西
漢
塞
調
査
与
研
究
』
地
図
一
四
「
内
蒙
古
自
治
区
額
済
納
河
流
域
漢
代
亭
障
分
布
図
」
参
照
。

45　

16

・6

（A7

）、32

・23

（A32

）、E.P.T
44:52

、E.P.T
59:639

、E.P.T
65:326

、73E.J.T
23:67

46　

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
『
敦
煌
漢
簡
』（
中
華
書
局　

一
九
九
一
）。
な
お
、
Ｄ
は
本
書
に
お
け
る
整
理
番
号
。

47　

先
に
、
15
と
25
に
見
え
る
誠
北
―
武
賢
―
臨
木
―
誠
あ
北
と
い
う
文
書
伝
送
は
収
降̶

不
今
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
た

が
、収
降
―
不
今
ル
ー
ト
の
文
書
伝
送
で
は
関
与
し
な
い
武
賢
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
も
燧
次
方
式
の
文
書
伝
送
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

48　

居
延
・
肩
水
地
域
出
土
簡
か
ら
は
以
下
の
四
五
亭
が
確
認
で
き
る
。
三
泉
亭
（3

・6

）、北
亭
（502

・2

）、北
高
亭
（581

・2

）、南
広
漢
亭
（E.P.T

53:105

）、

却
胡
亭
（438

・1

）、
孟
竟
亭
（235

・8A

）、
守
望
亭
（303

・17

）、
宜
穀
亭
（E.P.F22:60

）、
居
延
亭
（237

・64

）、
居
延
代
田
亭
（E.P.T

4:5

）、
居

延
博
望
亭
（E.P.T

68:36

）、
居
延
常
安
亭
（E.P.T

68:59

）、
居
延
彊
漢
亭
（100
・22

）、
居
延
収
降
亭
（E.P.T

59:156

）、
居
延
臨
道
亭
（E.P.T

52:7

）、

居
延
高
亭
（178

・30

）、
広
地
同
亭
（E.P.T

57:17

）、
広
地
破
胡
亭
（103

・42
）、
広
地
胡
池
亭
（2000ES9SF3:4

Ｄ

）、
広
嫁
亭
（132

・31

）、
收
虜

亭
（E.P.T

59:67

）、
攻
虜
亭
（E.P.T

68:71

）、
望
海
亭
（E.P.T

51:101

）、
橐
佗
石
南
亭
（118

・5

）、
次
海
亭
（E.P.T

52:42B

）、
次
鄕
亭
（19

・5

）、

沙
頭
亭
（505

・2

）、
滅
寇
亭
（114

・20A

）、
界
亭
（505

・23A

）、
石
北
亭
（263

・14B
）、
第
八
亭
（E.P.T

68:109

）、
第
十
亭
（E.P.T

13:9

）、
肩
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水
騂
北
亭
（29

・7

）、
衆
騎
亭
（E.P.C

:36

）、
覆
胡
亭
（E.P.T

59:2

）、
通
沢
第
二
亭
（148

・4

）、
郭
西
門
亭
（258

・15

）、
鄭
歩
亭
（E.S.C

:12

）、
鉼

庭
亭
（E.P.T

65:382

）、
駮
南
亭
（75

・1

）、
高
望
亭
（551

・1

）、
高
沙
亭
・
箕
山
亭
・
陥
陳
亭
（178

・7

）

49　

先
に
言
及
し
た
燧
次
方
式
の
検
は
い
ず
れ
も
「（
某
候
官
）
燧
次
行
」
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
亭
次
方
式
の
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
な

い
燧
が
他
の
燧
を
リ
レ
ー
し
て
候
官
ま
で
文
書
を
伝
送
す
る
際
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ａ　

課
題
番
号
二
一
二
四
二
〇
二
三
、
同
二
四
二
四
二
〇
二
八
）
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。 

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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【
別
表
】

居
延
都
尉
→

張
掖
太
守
府

　
　
→

張
掖
太
守
府

張
掖
太
守
→

府

牛
駿
　
　
→

張
掖
大
守
府
牛
掾
在
所

　
　
→

□
都
尉
府

　
　
→

肩
水
都
尉
府

居
延
都
尉
→

敦
煌

居
延
都
尉
→

張
掖
府

居
延
都
尉
→

府

居
延
都
尉
→

張
掖
□
□

居
延
丞
　
→

廣
地
候
官

居
延
塞
尉
→

屋
蘭

　
　
→

張
掖
太
守
府

都
尉
→

張
掖
太
守
府

　
　
→

張
掖
太
守
府

　
　
→

弘
農
太
守
府

発
信
者
→

受
信
者

 
1
6
3
・

1
9

 
1
6
1
・

2

 
1
3
7
・

1
7

 
1
3
3
・

2
3

 
1
3
2
・

2
7

 
1
3
0
・

8

 
1
2
8
・

2

 
1
2
7
・

2
5

 
1
0
4
・

4
4

 
5
6
・
4
1

 
5
6
・
3
7

 
4
9
・
2
2
+
1
8
5
・
3

 
3
3
・
1
1

簡
番
号

出
土
地

　
　
　
　
　
　
居
延
都
尉
九
年
十
二
月
廿
七
日
廿
八
日
起
詣
府
封
完

入
南
書
二
封

　
　
　
　
　
　
永
元
十
年
正
月
五
日
蚤
食
時
□
狐
受
孫
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
辛
巳
日
入
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
□
□
甲
渠
臨
木
燧
卒
有
人
自

南
書
一
封
居
延
都
尉
章
　
詣
張
掖
太
守
府
　
□
月
卅
井
南
界
燧
卒
□
付
廣
地
北
界
燧
卒
明
北
界
□
□

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誠
𠢕𠢕
北
燧
卅
八
里
定
行
三
時
●
五
分
□
□
三
十
□
□
□

　
　
　
　
　
其
一
封
詣
張
掖
大
守
府
　
□
□
起
六
月
丁
丑
　
鷄
鳴
時
當
曲
燧
卒
趙
宣
受
居
延

南
書
□
封

　
　
　
　
　
　
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
收
降
卒
　
〼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
三
封
板
檄
張
掖
大
守
章
詣
府

北
書
三
封
合
檄
板
檄
各
一

　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
一
・
二
段

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
檄
牛
駿
印
詣
張
掖
大
守
府
牛
掾
在
所

九
月
庚
午
下
餔
七
分
臨
木
卒
副
受
卅
井
卒
弘
鷄
鳴
時
當
曲

　
　
　
　
　
　

（
第
三
段

）

卒
昌
付
收
降
卒
福
界
中
九
十
五
里
定
行
八
時
三
分
□
行
一
時
二
分

〼
餔
臨
木
卒
□
受
誠
𠢕𠢕
北
燧
〼

臨
木
卒
戎
付
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
則
界
中
八
十
里
書
定
行
九
時
　
　
留
遲
一
時
解
何

〼
□
都
尉
府
―
―

中
己
　
　
十
月
甲
辰
日
失
中
時
誠
北
卒
〼

〼
水
都
尉
府
―
―

　
　
　
　
韓
庭
下
餔
四
分
付
臨
木
卒
〼

　
　
　
　
　
　
　
　
皆
居
延
都
尉
章
九
月
十
日
癸
亥
起
一
詣
敦
煌
一
詣
張
掖
府
□
行

入
南
書
二
封

　

　
　
　
　
　
　
　
永
元
元
年
九
月
十
四
日
夜
半
椽
受
路
伯

釈
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
一
封
居
延
都
尉
章
詣
張
掖
□
□
□
　
五
月
戊
辰
臨
桐
卒
□
□
□
受
□
□
卒
明

南
書
三
封
　
十
七
Ｓ
　
一
封
居
延
丞
印
詣
廣
地
候
官
　
　
　
　
餔
時
付
卅
井
卒
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
封
居
延
塞
尉
印
詣
屋
蘭

三
月
丁
未
人
定
當
曲
卒
樂
受
收
降
卒
敞
夜
大
半
付
不
侵
卒
賀
鷄

鳴
五
分
付
呑
遠
卒
蓋

〼
十
一
月
癸
亥
蚤
食
不
侵
卒
受
王
受
呑
遠
卒
賜

〼
日
失
付
當
曲
卒
□
下
餔
八
分
□
收
降
卒
發

　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
戊
午
食
時
當
曲
卒
湯
受
居
延
收
降
卒
襃
下
餔

〼
詣
張
掖
大
守
府
　
　
臨
木
卒
護
付
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
則
當
曲
□
□
𠢕𠢕
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〼
時
中
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
戊
申
夜
大
半
三
分
執
胡
卒
常
受
不
侵
卒
樂

南
書
二
封
皆
都
尉
章
●
詣
張
掖
大
守
府
●
甲
校
　
　
己
酉
平
旦
一
分
付
誠
北
卒
良

〼
　
其
二
封
詣
張
掖
大
守
府
　
六
月
戊
辰
日
出
八
分
時
臨
木
卒
〼

〼
　
一
封
詣
弘
農
大
守
府
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橐
佗
候
→

肩
水
都
尉
府

橐
佗
候
→

昭
武

居
延
都
尉
→

肩
水
府

　
　
　
　
→

肩
水
府

居
延
都
尉
→

張
掖
大
守
府

居
延
都
尉
→

張
掖
大
守
府

肩
水
倉
長
→

都
尉
府

昭
武
長
　
→

居
延

觻
得
丞
　
→

居
延

氐
池
長
　
→

居
延

居
延
左
尉
→

居
延

張
掖
城
司
馬
→

設
屏
右
太
尉
府

居
延
丞
　
　
→

右
城
官

居
延
丞
　
　
→

京
尉
候
利

居
延
丞
　
　
→

穀
成
東
阿

　
　
→

居
延
都
尉
府

居
延
丞
→

橐
佗
候
官

張
掖
居
延
都
尉
→

張
掖
居
延
都
尉
→
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2
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8
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A

 
2
0
3
・

2

 
1
8
8
・

2
1

 
1
7
3
・

1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
戌
□
下
餔
五
分
□
〼

南
書
一
封
居
延
丞
印
　
橐
一
　
詣
橐
佗
候
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
入
二
分
付
臨
木
〼

〼
校
臨
木
郵
書
一
封

　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
己
未
夜
半
當
曲
卒
同
受
收
降
卒
嚴
下
餔
臨
木
卒
祿
付
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
則

〼
張
掖
居
延
都
尉

〼
□
月
郵
書
二
封
張
掖
居
延
都
尉
十
一
月
壬
子
夜
食
當
曲
卒
同
受
收
降
〼

〼
□
夜
昏
時
臨
木
卒
□
受
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
通
武
賢

〼
燧
以
夜
食
七
分
時
付
誠
北
卒
壽
□
十
七
里
中
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
甲
子
夜
大
半
當
曲
卒
昌
受
收
降
卒
輔
辛
丑
蚤
食
一
分
臨
木

南
書
一
封
居
延
都
尉
章
　
詣
張
掖
大
守
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
卒
□
付
卅
井
卒
弘
界
中
廿
八
里
定
行
〼
□
程
二
時
二
分

　
　
　
　
　
　
　
　
其
一
封
肩
水
倉
長
印
詣
都
尉
府
　
一
封
昭
武
長
印
詣
居
延
　
三
月
庚
戌
日
出
七
分
呑
遠
卒
〼

北
書
五
封
　
夫
人
　
一
封

觻
得
丞
印
詣
居
延
　
　
　
　
一
封
氏
池
長
印
詣
居
延
　
五
分
付
不
侵
卒
受
王

　
　
　
　
　
　
　
　
一
封
居
延
左
尉
印
詣
居
延

　
　
　
　
　
二
合
檄
張
掖
城
司
馬
毋
起
日
詣
設
屏
右
大
尉
府
　
右
三
封
居
延
丞
印
八
月
辛
卯
起
　
八
月
辛
丑
日
餔
時
騂
北
受
橐
佗
莫
尚
　

　
　
　
　
　
一
封
詣
右
城
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卒
單
崇
付
沙
頭
卒
周
良

南
書
五
封
　
一
封
詣
京
尉
候
利

　
　
　
　
　
一
封
詣
穀
成
東
阿

八
月
庚
戌
夜
少
半
臨
木
卒
午
受
卅
井
〼

禺
中
五
分
當
曲
卒
同
付
居
延
收
降
卒
□
〼

〼
五
里
定
行
□
時
□
分
中
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
壬
戌
下
餔
臨
木
卒
護
受
卅
井
城
𠢕𠢕
北
燧
卒
則

〼
　
詣
居
延
都
尉
府
　
癸
亥
蚤
食
五
分
當
曲
卒
湯
付
□
□
卒
□
執
胡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
收
降
卒
□
〼
　
　
　
〼
□
定
行
九
時
五
分
中
程

〼
乙
未
蚤
食
當
曲
燧
卒
威
受
收
降
卒
嚴
夜
少
半
四
分
臨
木
卒
〼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
出
受
沙
頭
卒
同
付
不

七
月
四
日
南
書
二
封
封
封
皆
橐
佗
候
印
一
詣
肩
水
都
尉
府
一
詣
昭
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
卒
同
食
坐
時

〼
□
日
入
時
沙
頭
卒
同
□
□

〼
時
騂
馬
卒
□
付
不
今
卒
恭

一
封
居
延
都
尉
詣
肩
水
府
五
月
甲
午
起
　
　
昏
時
騂
馬
卒
良
受
沙
頭
卒
同
□
□
□

〼
□
□
□
□
□
□
詣
肩
水
府
　
　
　
　
　
　
時
良
付
不
今
卒
豊

九
月
九
日
　
　
　
皆
詣
張
掖
大
守
府
　
　
九
月
丙
辰
夜
食
時
沙
頭
卒
良
付
□
□
□

南
書
二
封
居
延
都
尉
　
　
　
　
　
　
　
　
同
西
中
二
分
□
□
卒
同
付
破
虜
卒
□

〼
賢
燧
卒
辟
受
城
北
燧
卒
捐
之
臨
木
燧

〼
□
時
付
卅
井
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
尊
界
中
十
七
里
□
□
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居
延
丞
→

居
延
丞
→

居
延
左
尉
→

廣
地
候
官

都
尉
　
　
→

府

都
尉
　
　
→

□
□
太
守
府

甲
渠
塞
尉
→

會
水
塞
尉

□
史
候
史
→

官

　
　
→

肩
水

　
　
→

居
延
都
尉

潘
和
尉
→

肩
水
都
尉
府

居
延
丞
→

公
車
司
馬

　
　
→

觻
得

府
→

廣
地
塞
廣
地

張
掖
肩
候
→

肩
水
都
尉
府

　
→

廣
地

　
→

橐
佗

張
掖
太
守
→

居
延
都
尉
府

河
東
太
守
→

居
延
都
尉

府
君
　
　
→

肩
水
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A
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5
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2
A

　
　
　
　
　
　
其
四
封
皆
張
掖
大
守
章
詔
書
一
封
書
一
封
皆
十
一
月
丙
午
起
詔
書
一
封
十
一
月
甲
辰
起

一
二
月
三
日
　
一
封
十
一
月
戊
戌
起
皆
詣
居
延
都
尉
府
　
　
　
十
二
月
乙
卯
日
入
時
卒
憲
受
不
今
卒
恭

北
書
七
封
　
　
二
封
河
東
大
守
章
皆
詣
居
延
都
尉
一
封
十
月
　
夜
昏
時
沙
頭
卒
忠
付
騂
北
卒
護

　
　
　
　
　
　
甲
子
起
一
十
月
丁
卯
起
一
封
府
君
章
詣
肩
水

南
書
一
輩
一
封
潘
和
尉
印
　
　
●
六
月
廿
三
日
庚
申
日
食
坐
五
分
沙
頭
亭
長
受
騂
北
卒
音

詣
肩
水
都
尉
府
　
　
　
　
　
　
日
東
中
六
分
沙
頭
亭
卒
宣
付
騂
馬
卒
同

□
□
平
明
里
大
女
子
𡚬𡚬
上
書
一
封
居
延
丞
印
　
　
建
平
五
年
二
月
辛
未
夜
漏
上
水
十
刻
起
上
公
車
司
馬

居
延
廷
左
長
昌
行
直
廿
　
　

（
一
・
二
段

）

　
二
月
甲
戌
夜
食
騂
馬
卒
良
受
沙
頭
卒
同
夜
過
半

　
時
良
付
不
今
卒
豊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

（
三
段

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〼

南
書
二
封
　
　
二
封
章
破
詣

觻
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付
界
亭
卒
同

〼
□
□
□
□
一
封
　
　
　
　
二
月
甲
子
日
入
時
卒
憲
受
不
今
小
史
晏

府
記
一
致
廣
地
塞
廣
地
　
　
昏
時
沙
頭
卒
忠
付
騂
北
卒
護

南
書
一
輩
一
封
張
掖
肩
候
　
●
六
月
廿
四
日
辛
酉
日
蚤
食
時
沙
頭
亭
長
　
受
騂
北
卒
音

詣
肩
水
都
尉
府
　
　
　
　
　
　
日
食
時
二
分
沙
頭
卒
宣
付
騂
馬
卒
同

〼
一
封
詣
廣
地
一
封
詣
橐
佗
　
十
二
月
丁
卯
夜
半
盡
時
卒
憲
受
不
今
卒

〼
記
二
張
掾
印
　
　
　
　
　
　
恭
鷄
前
鳴
時
沙
顧
卒
忠
付
騂
北
卒
護

〼
封
詣

二
封
記
詣
肩
水
一
封
詣
居
延
都
尉
十
二
月
　
　
下
餔
時
沙
頭
卒
忠
付
騂
北
卒
朝
〼

正
月
廿
五
日
参
餔
時
受
萬
年
驛
卒
徐
訟
合
二
封
武
彊
驛
佐
柃
愔

〼
壬
申
下
餔
九
分
城
北
甲
卒
董
宗
受
臨
〼

〼
□
分
萬
年
驛
卒
徐
訟
行
封
橐
一
封
詣
大
將
軍
合
檄
一
封
付
武
彊
驛
卒
無
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
延
丞
印
十
二
月
廿
六
日
日
食
一
分
受
武
彊
驛
卒
馮
斗
即

入
北
第
一
橐
書
一
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弛
刑
張
東
行

　
　
　
　
　
　
　
居
延
丞
印
廿
六
日
寓
中
…
…

入
北
第
二
橐
一
封

　
　
　
　
　
　
　
弛
刑
唐
陽
行

〼
□
大
將
軍
印
章
詣
中
郎
將
驛
馬
行
十
二
月
廿
二
日
起
〼

〼
年
燧
長
育
受
武
彊
驛
卒
良
〼

〼
一
封
居
延
左
尉
印
廣
地
候
官
　
　
　
　
五
月
辛
酉
食
坐
時
臨
木
卒
范
明
受
□
〼

〼
　
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
食
坐
時
付
卅
井
卒
賈
嚴

　
　
　
　
　
　
三
封
都
尉
印
一
詣
府
一
詣
□
□
大
守
府
六
月
九
日
責
戍
屬
行
謹
□
在
尉
所
詣
□
壽
掾
革

入
南
書
五
封
　
一
合
渠
甲
塞
尉
印
詣
會
水
塞
尉
六
月
十
一
日
起
一
□
史
候
史
印
詣
官
六
月
十
八
日
起

　
　
　
　
　
　
十
六
年
六
月
十
七
日
平
旦
時
橐
佗
燧
長
萬
世
受
破
胡
弛
刑
孫
明
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→

居
延
騎
千
人

　
　
→

□
□
趙
卿
治
所

　
　
→

肩
水
卒
史
趙
卿

楊
齊
→

従
事
趙
掾
在
所

　
　
→

靡
穀
守
候
居
延
左
尉

□
都
尉
→

張
掖
太
守
府

□
延
令
　
→

張
掖
太
守
府

　
　
→

橐
佗
候
官

　
　
→

張
掖
太
守
府

　
　
→

□
候
官

居
延
都
尉
→

張
掖
大
守
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
庚
午
日
出
三
分
呑
遠
卒
賜
受
不
侵
卒

南
書
一
封
居
延
都
尉
章

詣
張
掖
大
守
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
王
食
時
五
分
誠
北
卒
胊

　
　
　
　
正
月
辛
巳
鷄
後
鳴
九
分
不
侵
郵
卒
建
受
呑
遠
郵

…
…

卒
福
壬
午
禺
中
當
曲
卒
光
付
收
降
卒
馬
卬

〼
八
分
臨
木
燧
卒
僕
受
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒

〼
燧
卒
世
去
臨
木
燧
十
七
里
當
行
一
時
七
分

〼
中
程

〼
　
　
　
　
受
收
降
卒
便

〼

　
　
𠢕𠢕
北
燧
卒
政
界
中

〼
□
□
四
　
…
…

時
五
分

〼
臨
木
卒
意
受
誠
𠢕𠢕
北
燧
卒
欣
夜
半

〼
付
收
降
卒
忠
界
中
九
十
五
里
定
行

〼
□
月
丁
未
日
中
四
分
時
誠
北
卒
□
受
執
胡
卒
□
日
下
餔

〼
分
時
付
臨
木
卒
楚
界
中
十
七
里
中
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
戊
申
食
時
當
曲
卒
王
受
收
降
卒
敞
日
入

〼
　
詣
橐
佗
候
官
　
　
　
臨
木
卒
僕
付
卅
井
卒
得
界
中
八
十
里
定
行
五
時
不

及
行
三
時

〼
　
五
月
己
丑
餔
時
當
曲
卒
騂
受
〼

〼
　
夜
半
臨
木
卒
周
付
卅
井
卒
元
〼

〼
　
定
行
六
時
不
及
行
二
時

〼
詣
張
掖
大
守
府
　
　
正
月
甲
申
鷄
後
鳴
當
曲
燧
卒
猪
受
收
降
亭
卒
青

〼
□
候
官
　
　
　
　
　
乙
酉
平
旦
五
分
付
不
侵
卒
放
食
時
五
分
付
執
胡
卒
捐

〼
都
尉
章
詣
張
掖
大
守
府
　
　
　
二
月
辛
丑
夜
半
時
誠
北
卒
胊
受
呑
遠
卒
壽

〼
延
令
印
詣
詣
張
掖
大
守
府
　
　
鷄
前
鳴
七
分
付
臨
木
卒
常

禹
今
卒
龐
耐
行
書
夜
昏
五
分
付
遮
虜
置
吏
辛
戎

　
　
　
　
　
其
一
封
詣
居
延
騎
千
人
　
　
　
　
五
月
戊
寅
下
餔
推
木
燧
卒
勝
有
受
三
十
井
誠

北
書
二
封
　
一
封
章
破
詣
謁
□
□
趙
卿
治
所
　
𠢕𠢕
燧
卒
樊
隆
己
卯
蚤
食
五
分
當
曲
燧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卒
蔡
崇
付
居
延
收
隆
亭
卒
尹
□
□

〼
在
所
一
詣
肩
水
卒
史
趙
卿
發
　
四
月
戊
申
下
餔
九
分
時
臨
木
燧
卒
沓
受
卅
井
卒
乾
□

〼
楊
齊
印
詣
從
事
趙
掾
在
所
　
　
昏
時
五
分
付
殄
北
燧
卒
楊
最

〼
戌
餔
時
誠
北
卒
世
受
臨
木
卒
丙
下
餔

〼
時
付
呑
遠
卒
壽

〼
□
□
□
□
北
卒
世
受
臨
木

〼
…

付
□
□
卒
賜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
丁
酉
夜
大
半
當
曲
卒
輔
受
收
降
卒
□
〼

〼
□
□
詣
靡
谷
守
候
居
延
左
尉

付
卅
井
卒
常
界
中
八
十
里
定
行
七
時
□
□
〼

建
昭
四
年
四
月
辛
巳
朔
庚
戌
不
侵
候
長
齊
敢
言
之
官
移
府
所
移
郵
書
課
擧
曰
各
推
辟
部
中
牒
別
言
會
月
廿
七
日
●
謹
推
辟
案

過
書
刺
正
月
乙
亥
人
定
七
分
不
侵
卒
武
受
萬
年
卒
蓋
夜
大
半
三
分
付
當
曲
卒
山
鷄
鳴
五
分
付
居
延
收
降
亭
卒
世
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居
延
都
尉
→

張
掖
太
守
府

張
掖
候
　
→

肩
水
都
尉
府

肩
水
塞
尉
→

都
尉
府

皇
帝
→

使
伏
虜
居
延
騎
千
人

橐
佗
候
→

肩
水
都
尉
府

廣
地
候
→

肩
水
都
尉
府

張
掖
長
史
→

居
延
都
尉

張
掖
長
史
→

居
延

張
掖
太
守
→

居
延
都
尉

觻
得
令
→

肩
水
候
官

觻
得
令
→

居
延

酒
泉
太
守
→

居
延
都
尉

張
掖
都
尉
→

橐
佗

昭
武
置
→

居
延

會
水
北
界
郵
→

居
延
都
尉

居
延
都
尉
→

大
守
府

卅
井
縣
索
關
→

居
延
都
尉
府

 
E
.
P
.
F
2
2
:
1
3
8
〜
1
5
0

〼
□
餔
時
騂
北
卒
□
〼

〼
□
□
日
入
時
付
沙
頭
〼

…
…

〼
□
受
…
…

〼

〼
…
…

〼

〼
正
月
戊
午
夜
半
臨
木
卒
賞
受
城
𠢕𠢕
卒
勝
己
未
日
入
當
曲
卒
□

〼
付
收
降
卒
海
界
中
九
十
八
里
定
行
十
二
時
過
程
二
時
二
分

〼
臨
木
卒
元
受
〼

〼
誠
北
卒
湯
　
〼

三
月
癸
卯
鷄
鳴
時
當
曲
卒
便
受
收
降
卒
文
甲
辰
下
餔

書
一
封
居
延
都
尉
章

詣
大
守
府
　
　
　
時
臨
木
卒
得
付
卅
井
城
𠢕𠢕
北
卒
參
界
中
九
十
八
里
定
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
時
中
程

●
謹
推
辟
驗
問
臨
木
候
長
上
官
武
燧
長
張
勳

等
辭
今
月
十
八
日
乙
未
食
坐
五
分
木
中

燧
長
張
勳
受
卅
井
誠
𠢕𠢕
北
燧
長
房
岑
餔
時
勳

付
城
北
助
燧
長
王
明
下
餔
八
分
明
付
呑
遠
助

燧
長
董
習
習
留
不
以
時
行
其
昏
時
習
以

檄
寄
長
長
持
檄
道
宿
不
以
時
行

檄
月
廿
日
食
時
到
府

呑
遠
燧
去
居
延
百
卅
里
檄
當
行
十
三
時

定
行
廿
九
時
二
分
除
界
中
十
三
時
〼

案
習
典
主
行
檄
書
不
〼

時
二
分
不
中
程
謹
已
劾

南
書
一
封
居
延
都
尉
章
詣
張
掖
大
守
府
十
月
戊
子
起
　
十
月
庚
戌
夜
人
定
五
分
騂
北
受
莫
當

　
　
　
　
　
　
　
張
掖
候
印
詣
肩
水
都
尉
府

　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
戊
子
…
…

肩
水
塞
尉
其
一
封
詣
都
尉
府
莫
當
卒
柱
以
來

丁
卯
南
書
八
封

　
　
　
　
　
　
　
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
正
月
壬
辰
南
書
六
封
其
四
檄
二
書
莫
當
以
來

皇
帝
璽
書
一
封
賜
使
伏
虜
居
延
騎
千
人
光

制
曰
騎
置
馳
行
傳
詣
張
掖
居
延
使
伏
虜
騎
千
人
光
所
在
毋
留
留
二
千
石
坐
之

・
從
安
定
道
　
元
康
元
年
四
月
丙
午
日
入
時
界
亭
驛
小
史
安
以
來
望
□
行

河
平
三
年
八
月
乙
卯
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
書
四
封
其
三
封
橐
佗
候
印
詣
肩
水
都
尉
府
一
封
詣
…
…

〼

一
封
廣
地
候
印
詣
肩
水
都
尉
府
一
詣
梁
卿

九
月
庚
子
…
…

付
沙
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

其
四
封
張
掖
長
史
三
詣
居
延
都
尉
一
詣
居
延

一
封
酒
泉
大
守
章
詣
居
延
都
尉

一
檄
會
水
北
界
郵
印
詣
居
延
都
尉

十
月
丙
寅
失
中
時
縣
受
沙
頭
卒

□
封
張
掖
大
守
章
詣
居
延
都
尉

一
封
張
掖
都
尉
章
詣
橐
佗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
莫
當

二
封

觻
得
令
印
一
詣
肩
水
候
官
一
詣
居
延

一
封
昭
武
置
丞
詣
居
延

入
橐
他
檄
一
　
始
建
國
三
年
三
月
甲
寅
下
餔
三
分
第
九
卒
虞
櫝
受
第
十
卒
張
同
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張
掖
太
守
→

居
延
府

角
□
塞
尉
→

廣
地
□

角
□
塞
尉
→

肩
水

楊
成
掾
□
→

肩
水

都
尉
　
　
→

肩
水

張
掖
都
尉
→

居
延
都
尉
府

張
掖
都
尉
→

橐
佗
候
官

張
掖
都
尉
→

廣
地
候
官

萬
世
燧
→

府
門

　
　
→

肩
水
府

　
　
→

觻
得

張
掖
居
城
司
馬
→

張
掖
太
守
府

張
掖
居
城
司
馬
→

肩
水
都
尉
府

　
　
　
　
　
　
→

肩
水
候
官

　
　
　
　
　
　
→

日
勒

　
　
　
　
　
　
→

魏
郡
館
陶

　
　
　
　
→

居
延
…
…

　
　
　
　
→

肩
水
…
…

張
掖
…
…
→

居
延
丞
→

橐
佗
候
　
→

肩
水
都
□

□
禹
　
　
→

肩
水
都
尉
府

居
延
都
尉
→

　
　
　

→

肩
水
□

昭
武
長
→

〼
□
大
守
府
…
…

詣

觻
得
一
封
刑
忠

〼
府

〼
昏
四
分
賀
受
莫
當
卒
昌
　
夜
食
賀
付
沙
頭
卒
放

賈
人
李
大
仲
　
錯

三
封
張
掖
太
守
章
詣
居
延
府
其
二
封
詔
書
六
月
□
□
辛
丑
起
　
七
月
辛
亥
東
中
時
永
受
沙
頭
吏
趙

月
六
日
　
二
枚
角
□
塞
尉
詣
廣
地
□
肩
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卿
八
分
付
莫
當

北
書
七
封
　
一
枚
楊
成
掾
□
詣
肩
水

　
　
　
　
　
一
封
都
尉
詣
肩
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
一
封
詣
居
延
都
尉
府
一
封
詣
橐
他
候
官
一
封
詣
廣
地
候
官
一
封
詣
〼

北
檄
四
封
張
掖
都
尉
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
辛
酉
日
中
時
騂
北
亭
卒
□
□
□
□

　
　
　
　
　
　
其
一
受
入
函
　
四
月
乙
卯
日
東
中
起
萬
世
燧
其
日
下
餔
五
分
時
第
六
燧
卒
同
付
府
門
界
中

出
萬
世
燧
函
二
　
　
　
　
　
　
卅
五
里
函
行
四
時
五
分
中
程

鄭
將
軍
書
二
封
三
月
丙
辰
甲
夜
中
過
卒
應
行

史
□
□
一
□
□
□
□
三
十
一
封
甲
申
□
夜
過
□
□

登
受
夷
胡
燧
卒
同
昏
時
第
六
燧
卒
同
付
府
門
界
中
卅
里

…
…

〼
賞
　
時
三
月
丙
戌
夜
過
半
時
受
莫
當

〼
詣
肩
水
府
　
八
月
丙
午
卒
護
受
莫
當
卒

　
　
　
　
　
　
…
…

卒
音

〼
封
張
掖
居
城
司
馬
四
封
詣
張
掖
大
守
府
一
封
詣
肩
水
都
尉
府
一
封
詣
□
□
□
〼

〼
一
封
詣
肩
水
候
官
一
封
詣
日
勒
一
封
詣
魏
郡
館
陶
閏
月
戊
午
卒
宗
受
莫
當
日
蚤
〼

　
　
　
　
　
　
其
一
封
詔
書
詣
居
延
…
…

北
書
三
封
　
　
一
封
詣
肩
水
…
…

　
　
　
今
月
壬
申
騂
北
卒
豊
受
□
□
卒
同

　
　
　
　
　
　
一
封
張
掖
…
…

閏
月
壬
申
起

　
　
　
　
　
　
十
月
廿
…
…

十
月
壬
戌
起
　
　
　
　
　
　
　
十
月
己
巳
平
旦
騂
北
卒
□
□
莫
當
卒
同

南
書
七
封
　
　
…
…

居
延
丞
印
…
…

十
月
己
未
起
廷
　
　
　
檄
一
橐
佗
候
印
肩
水
府

　
　
　
　
　
　
□
封
…
…

　
　
　
　
　
　
　
其
一
封
橐
佗
候
印
詣
肩
水
都
〼

南
書
二
封
檄
一

　
　
　
　
　
　
　
一
檄
□
禹
印
詣
肩
水
都
尉
府
□
〼

　

　

其
二
封
居
延
都
尉
印
…
…

〼

南
書
六
封
　
一
封
…
…

　
　
　
　

八
月
庚
子
日
出
時
□
□
受
莫
當
〼

〼
尉
四
月
丙
辰
起
二
封
金
〼

〼
詣
肩
水
□
一
封
昭
武
長
印
〼

頭
卒
人
定
三
分
武
付
莫
當
〼
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→

居
延
都
尉

屋
蘭
尉
→

廣
地

顯
美
　
→

廣
地

張
掖
都
尉
→

肩
水
橐
佗
廣
地
候

肩
水
都
尉
→

廣
地
候
官

張
掖
都
尉
→

居
延
都
尉
府

居
延
左
尉
→

居
延
廷

張
掖
都
尉
→

肩
水
橐
佗
廣
地
候
督
蓬
史

張
掖
太
守
→

　
　
　
　
→

肩
水
都
尉
府

居
延
令
　
→

居
延
倉
長
→

張
掖
太
守
府

居
延
令
　
　
→

酒
泉
會
水

居
延
令
　
　
→

張
掖
太
守
府

居
延
令
　
　
→

氐
池

居
延
甲
候
　
→

姑
臧

張
掖
廣
地
候
→

□
尉
府
　
　
→

肩
水
城
尉
府

郭
全
　
　
　
→

肩
水
城
官

居
延
令
　
　
→

昭
武

居
延
令
　
→

蘩
陽

居
延
令
　
→

内
黄

居
延
令
　
→

媼
圍

居
延
令
　
→

張
掖
肩
水

□
候
　
　
→

昭
武

□
候
　
　
→

肩
水
城
官

張
掖
肩
候
→

昭
武
獄

張
掖
□
□
塞
尉
→

肩
水
都
尉
府

□
候
　
　
→

肩
水
都
尉
府

張
掖
肩
候
→

城
尉

〼
□
居
延
令
印
一
封
詣
蘩
陽
一
封
詣
内
黃
一
封
詣
媼
圍
一
封
張
掖
肩
水

〼
候
印
一
封
詣
昭
武
一
封
詣
肩
水
城
尉
官
二
封
張
掖
肩
候
一
封
詣
昭
武
獄
一
封
詣

〼
亭
卒
□
受
橐
佗
莫
當
燧
卒
租
即
行
日
食
時
付
沙
頭
亭
卒
合

府
君
書
三
封
十
一
月
十
二
日
起
府
十
三
日
十
五
日
受
沙
頭

南
書
一
封
張
掖
□
□
塞
尉
　
詣
肩
水
都
尉
府
十
一
月
□
□
日
下
餔
時
騂
北
亭
卒
賀
受
莫
當
燧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卒
賞

〼
候
印
詣
肩
水
都
尉
府
一
封
張
掖
肩
候
印
詣
城
尉
〼

〼
橐
佗
莫
當
燧
卒
仁
即
行
日
未
入
一
干
時
〼

〼
詣
居
延
都
尉
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